
　

目　
　

次

ペ
ー
ジ

 
人
事
委
員
会

〇
人
事
委
員
会
規
則
七－

〇
（
給
料
等
の
支
給
）
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則 

一

〇
人
事
委
員
会
規
則
七－

二
（
特
殊
勤
務
手
当
）
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則 

二

〇
人
事
委
員
会
規
則
七－

十
五
（
勤
勉
手
当
）
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則 

二

〇
人
事
委
員
会
規
則
七－

十
八
（
管
理
職
手
当
）
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則 

二

〇
人
事
委
員
会
規
則
七－

二
十
（
退
職
手
当
の
支
給
）
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則 

三

〇
人
事
委
員
会
規
則
七－

三
十
三
（
初
任
給
、
昇
格
、
昇
給
等
の
基
準
）
の
一
部
を
改

　

正
す
る
規
則 

四

〇
人
事
委
員
会
規
則
七－

三
十
八
（
通
勤
手
当
）
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則 

四

〇
人
事
委
員
会
規
則
七－

三
十
九
（
へ
き
地
手
当
等
）
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則 

四

〇
人
事
委
員
会
規
則
七－

四
十
四
（
農
林
漁
業
普
及
指
導
手
当
）
の
一
部
を
改
正
す
る

　

規
則 

六

〇
人
事
委
員
会
規
則
七－

五
十
三
（
地
域
手
当
）
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則 

六

〇
人
事
委
員
会
規
則
七－

六
十
一
（
住
居
手
当
）
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則 

六

〇
人
事
委
員
会
規
則
七－

六
十
二
（
特
地
勤
務
手
当
等
）
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則 

七

〇
人
事
委
員
会
規
則
七－

七
十
（
休
日
勤
務
手
当
）
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則 

九

〇
人
事
委
員
会
規
則
七－

百
十
三
（
時
間
外
勤
務
手
当
）
の
全
部
を
改
正
す
る
規
則 

九

〇
人
事
委
員
会
規
則
七－

百
三
十
二
（
平
成
十
八
年
十
二
月
に
支
給
す
る
期
末
手
当
及

　

び
期
末
特
別
手
当
に
関
す
る
特
例
措
置
）
を
廃
止
す
る
規
則 

一
〇

〇
人
事
委
員
会
規
則
八－

五
（
職
員
の
勤
務
時
間
、
休
暇
等
に
関
す
る
規
則
）
の
一
部

　

を
改
正
す
る
規
則 

一
〇

〇
人
事
委
員
会
規
則
十
一－

一－

九
（
管
理
職
員
等
の
範
囲
を
定
め
る
規
則
）
の
一
部

　

を
改
正
す
る
規
則 

一
二

〇
人
事
委
員
会
規
則
十
一－

二－

七
（
公
平
委
員
会
の
事
務
委
託
地
方
公
共
団
体
の
管

　

理
職
員
等
の
範
囲
を
定
め
る
規
則
）
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則 

一
三

〇
人
事
委
員
会
規
則
十
二－

一
（
公
益
的
法
人
等
へ
の
職
員
の
派
遣
等
に
関
す
る
規
則
）

　

の
一
部
を
改
正
す
る
規
則 

一
四

〇
人
事
委
員
会
規
則
十
三－

一
（
一
般
職
の
任
期
付
研
究
員
の
採
用
等
に
関
す
る
規
則
）

　

の
一
部
を
改
正
す
る
規
則 

一
四

〇
人
事
委
員
会
事
務
局
処
務
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令 

一
四

〇
人
事
委
員
会
の
権
限
（
特
殊
勤
務
手
当
）
の
一
部
委
任
の
一
部
を
改
正
す
る
告
示 

一
五

〇
人
事
委
員
会
の
権
限
（
農
林
漁
業
普
及
指
導
手
当
）
の
一
部
委
任
の
一
部
を
改
正
す

　

る
告
示 

一
五

〇
人
事
委
員
会
の
権
限
（
住
居
手
当
）
の
一
部
委
任
の
一
部
を
改
正
す
る
告
示 

一
六

〇
人
事
委
員
会
の
権
限
（
時
間
外
勤
務
手
当
）
の
一
部
委
任 

一
六

〇
人
事
委
員
会
の
権
限
（
平
成
十
八
年
十
二
月
に
支
給
す
る
期
末
手
当
及
び
期
末
特
別

　

手
当
に
関
す
る
特
例
措
置
）
の
一
部
委
任
を
廃
止
す
る
告
示 

一
六

人
事
委
員
会

　

人
事
委
員
会
規
則
七－

〇
（
給
料
等
の
支
給
）
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

　
　

平
成
二
十
二
年
三
月
三
十
一
日

 

宮
城
県
人
事
委
員
会　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

 

委

員

長　
　

石　
　

附　
　

成　
　

二　
　
　

〇
人
事
委
員
会
規
則
七－

〇－

十
五

　
　
　

人
事
委
員
会
規
則
七－

〇
（
給
料
等
の
支
給
）
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

　

人
事
委
員
会
は
、
職
員
の
給
与
に
関
す
る
条
例
（
昭
和
三
十
二
年
宮
城
県
条
例
第
二
十
九
号
）
に
基
づ
き
、
人
事
委

員
会
規
則
七－

〇
（
給
料
等
の
支
給
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　

第
八
条
中
第
三
項
を
第
四
項
と
し
、
第
二
項
を
第
三
項
と
し
、
第
一
項
の
次
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

２　

職
員
が
職
員
勤
務
時
間
条
例
第
十
条
の
四
第
一
項
又
は
学
校
職
員
勤
務
時
間
条
例
第
八
条
の
四
第
一
項
の
規
定
に

よ
り
指
定
さ
れ
た
時
間
外
勤
務
代
休
時
間
に
勤
務
し
た
場
合
に
お
い
て
支
給
す
る
当
該
時
間
外
勤
務
代
休
時
間
の
指

定
に
代
え
ら
れ
た
時
間
外
勤
務
手
当
の
支
給
に
係
る
時
間
外
勤
務
手
当
に
対
す
る
前
項
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て

は
、
同
項
中
「
翌
月
の
」
と
あ
る
の
は
、「
職
員
勤
務
時
間
条
例
第
十
条
の
四
第
一
項
又
は
学
校
職
員
勤
務
時
間
条

例
第
八
条
の
四
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
時
間
外
勤
務
代
休
時
間
が
指
定
さ
れ
た
日
の
属
す
る
給
与
期
間
の
翌
月
の
」

（1）　 平成22年３月31日　水曜日 宮　　城　　県　　公　　報 号外第26号　　 

発　　　　行

宮 城 県
( 総務部私学文書課)
宮城県仙台市青葉区
本町三丁目８番１号
電話  022（211）2267
(毎週火，金曜日発行)



と
す
る
。

　
　
　

附　

則

　

こ
の
規
則
は
、
平
成
二
十
二
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。　
 

　
　
　
　
　
 

　
　
　
　
　

　

人
事
委
員
会
規
則
七－

二
（
特
殊
勤
務
手
当
）
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

　
　

平
成
二
十
二
年
三
月
三
十
一
日

 

宮
城
県
人
事
委
員
会　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

 

委

員

長　
　

石　
　

附　
　

成　
　

二　
　
　

〇
人
事
委
員
会
規
則
七－

二－

五
十
二

　
　
　

人
事
委
員
会
規
則
七－

二
（
特
殊
勤
務
手
当
）
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

　

人
事
委
員
会
は
、
職
員
の
特
殊
勤
務
手
当
に
関
す
る
条
例
（
平
成
十
二
年
宮
城
県
条
例
第
百
二
十
八
号
）
に
基
づ
き
、

人
事
委
員
会
規
則
七－

二
（
特
殊
勤
務
手
当
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　

第
二
十
三
条
第
一
項
中
「
八
時
間
」
を
「
七
時
間
四
十
五
分
」
に
改
め
る
。

　

第
二
十
五
条
第
六
号
中
「
仙
台
中
央
警
察
署
」
を
「
警
察
署
」
に
改
め
、「
歓
楽
街
対
策
課
」
の
下
に
「
、
刑
事
課
」

を
加
え
、「
又
は
警
備
課
」
を
「
、
交
通
第
二
課
又
は
警
備
課
」
に
改
め
、
同
条
第
七
号
及
び
第
八
号
を
削
る
。

　

第
二
十
八
条
第
一
項
及
び
第
三
項
中
「
警
察
署
交
通
課
」
を
「
警
察
署
の
交
通
課
若
し
く
は
交
通
第
一
課
」
に
改
め

る
。

　

第
二
十
九
条
第
一
項
中
「
も
の
は
」
の
下
に
「
、
地
域
部
地
域
課
」
を
加
え
る
。

　

第
三
十
三
条
第
二
項
第
二
号
中
「
地
域
部
通
信
指
令
課
」
を
「
地
域
部
地
域
課
、
地
域
部
通
信
指
令
課
」
に
改
め
、

同
項
第
五
号
中
「
留
置
管
理
課
」
の
下
に
「
、
刑
事
第
一
課
」
を
加
え
る
。

　

第
四
十
二
条
第
二
項
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

２　

条
例
第
四
十
九
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
月
額
手
当
の
額
を
日
割
計
算
す
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
月
額
手
当
の
額

に
当
該
職
員
の
そ
の
給
与
期
間
に
お
い
て
業
務
に
従
事
し
た
日
数
（
週
休
日
（
職
員
勤
務
時
間
条
例
第
三
条
第
一
項
、

第
四
条
、
第
五
条
若
し
く
は
第
八
条
第
二
項
又
は
学
校
職
員
勤
務
時
間
条
例
第
四
条
若
し
く
は
第
五
条
に
規
定
す
る

週
休
日
を
い
う
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。）
に
従
事
し
た
日
数
を
除
く
。）
を
そ
の
給
与
期
間
の
現
日
数
か
ら

週
休
日
の
日
数
を
差
し
引
い
た
日
数
で
除
し
て
得
た
数
を
乗
じ
る
も
の
と
す
る
。

　

第
四
十
二
条
第
三
項
中
「
週
休
日
」
の
下
に
「
、
職
員
勤
務
時
間
条
例
第
十
条
の
四
第
一
項
又
は
学
校
職
員
勤
務
時

間
条
例
第
八
条
の
四
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
割
り
振
ら
れ
た
勤
務
時
間
の
全
部
に
つ
い
て
時
間
外
勤
務
代
休
時
間
（
職

員
勤
務
時
間
条
例
第
十
条
の
四
第
一
項
又
は
学
校
職
員
勤
務
時
間
条
例
第
八
条
の
四
第
一
項
に
規
定
す
る
時
間
外
勤
務

代
休
時
間
を
い
う
。）
を
指
定
さ
れ
た
日
」
を
、「
及
び
休
日
」
の
下
に
「（
職
員
勤
務
時
間
条
例
第
十
一
条
又
は
学
校

職
員
勤
務
時
間
条
例
第
九
条
に
規
定
す
る
祝
日
法
に
よ
る
休
日
又
は
年
末
年
始
の
休
日
（
職
員
勤
務
時
間
条
例
第
十
二

条
第
一
項
又
は
学
校
職
員
勤
務
時
間
条
例
第
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
代
休
日
を
指
定
さ
れ
て
当
該
休
日
に
割
り
振

ら
れ
た
勤
務
時
間
の
全
部
を
勤
務
し
た
職
員
に
あ
っ
て
は
、
当
該
休
日
に
代
わ
る
代
休
日
）
を
い
う
。）」
を
加
え
る
。

　
　
　

附　

則

　

こ
の
規
則
は
、
平
成
二
十
二
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。　

　
　
　
　
　
 

　
　
　
　
　

　

人
事
委
員
会
規
則
七－

十
五
（
勤
勉
手
当
）
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

　
　

平
成
二
十
二
年
三
月
三
十
一
日

 

宮
城
県
人
事
委
員
会　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

 

委

員

長　
　

石　
　

附　
　

成　
　

二　
　
　

〇
人
事
委
員
会
規
則
七－

十
五－

二
十
五

　
　
　

人
事
委
員
会
規
則
七－

十
五
（
勤
勉
手
当
）
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

　

人
事
委
員
会
は
、
職
員
の
給
与
に
関
す
る
条
例
（
昭
和
三
十
二
年
宮
城
県
条
例
第
二
十
九
号
）
に
基
づ
き
、
人
事
委

員
会
規
則
七－

十
五
（
勤
勉
手
当
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　

第
五
条
第
二
項
第
六
号
中
「
八
時
間
」
を
「
七
時
間
四
十
五
分
」
に
改
め
る
。

　
　
　

附　

則

　

こ
の
規
則
は
、
平
成
二
十
二
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。 

　
　
　
　
　
 

　
　
　
　
　

　

人
事
委
員
会
規
則
七－

十
八
（
管
理
職
手
当
）
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

　
　

平
成
二
十
二
年
三
月
三
十
一
日

 

宮
城
県
人
事
委
員
会　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

 

委

員

長　
　

石　
　

附　
　

成　
　

二　
　
　

〇
人
事
委
員
会
規
則
七－

十
八－

四
十
六

　
　
　

人
事
委
員
会
規
則
七－

十
八
（
管
理
職
手
当
）
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

　

人
事
委
員
会
は
、
職
員
の
給
与
に
関
す
る
条
例
（
昭
和
三
十
二
年
宮
城
県
条
例
第
二
十
九
号
）
に
基
づ
き
、
人
事
委

員
会
規
則
七－

十
八
（
管
理
職
手
当
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　

別
表
第
一
知
事
の
項
中

号外第26号　平成22年３月31日　水曜日 宮　　城　　県　　公　　報 （2）

「

部

長

局

長

」
を
「

部

長

会

計

管

理

者

局

長

」
に
、

「

保
健
福
祉
事
務
所
（
仙
台

保
健
福
祉
事
務
所
を
除

く
。）

」
を
「

保

健

福

祉

事

務

所

」
に
、



　

別
表
第
二
ロ
の
表
中

「
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

を
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

」

「
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

」
に
改
め
る
。

　

別
表
第
三
ロ
の
表
中

「
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

を
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

」

「
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

に
改
め
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

」

　
　
　

附　

則

　

こ
の
規
則
は
、
平
成
二
十
二
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

　
　
　
　
　
 

　
　
　
　
　

　

人
事
委
員
会
規
則
七－

二
十
（
退
職
手
当
の
支
給
）
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

　
　

平
成
二
十
二
年
三
月
三
十
一
日

 

宮
城
県
人
事
委
員
会　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

 

委

員

長　
　

石　
　

附　
　

成　
　

二　
　
　

〇
人
事
委
員
会
規
則
七－

二
十－

十
二

　
　
　

人
事
委
員
会
規
則
七－

二
十
（
退
職
手
当
の
支
給
）
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

　

人
事
委
員
会
は
、
職
員
の
退
職
手
当
に
関
す
る
条
例
（
昭
和
二
十
八
年
宮
城
県
条
例
第
七
十
号
）
に
基
づ
き
、
人
事

委
員
会
規
則
七－

二
十
（
退
職
手
当
の
支
給
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　

別
表
イ
の
表
第
七
号
区
分
の
項
第
五
号
及
び
第
六
号
中
「
級
が
」
の
下
に
「
二
級
で
あ
つ
た
も
の
の
う
ち
人
事
委
員

会
の
定
め
る
も
の
又
は
」
を
加
え
、
同
表
第
八
号
区
分
の
項
第
五
号
中
「
あ
つ
た
も
の
」
の
下
に
「（
第
七
号
区
分
の

項
第
五
号
に
掲
げ
る
者
を
除
く
。）」
を
加
え
、
同
項
第
六
号
中
「
あ
つ
た
も
の
」
の
下
に
「（
第
七
号
区
分
の
項
第
六

号
に
掲
げ
る
者
を
除
く
。）」
を
加
え
、
同
表
第
九
号
区
分
の
項
第
五
号
中
「
も
の
（
」
の
下
に
「
第
七
号
区
分
の
項
第

五
号
及
び
」
を
加
え
、
同
項
第
六
号
中
「
あ
つ
た
も
の
」
の
下
に
「（
第
七
号
区
分
の
項
第
六
号
及
び
第
八
号
区
分
の

項
第
六
号
に
掲
げ
る
者
を
除
く
。）」
を
加
え
、「（
第
八
号
区
分
の
項
第
六
号
に
掲
げ
る
者
を
除
く
。）」
を
削
る
。

　

別
表
ロ
の
表
第
七
号
区
分
の
項
第
四
号
中
「
級
が
」
の
下
に
「
二
級
で
あ
つ
た
も
の
の
う
ち
人
事
委
員
会
の
定
め
る

も
の
又
は
」
を
加
え
、
同
項
第
四
号
の
二
中
「
級
が
」
の
下
に
「
二
級
又
は
特
二
級
で
あ
つ
た
も
の
の
う
ち
人
事
委
員

会
の
定
め
る
も
の
若
し
く
は
」
を
加
え
、
同
項
第
五
号
中
「
級
が
」
の
下
に
「
二
級
で
あ
つ
た
も
の
の
う
ち
人
事
委
員

会
の
定
め
る
も
の
又
は
」
を
加
え
、
同
項
第
五
号
の
二
中
「
級
が
」
の
下
に
「
二
級
又
は
特
二
級
で
あ
つ
た
も
の
の
う

ち
人
事
委
員
会
の
定
め
る
も
の
若
し
く
は
」
を
加
え
、
同
表
第
八
号
区
分
の
項
第
四
号
中
「
あ
つ
た
も
の
」
の
下
に

「（
第
七
号
区
分
の
項
第
四
号
に
掲
げ
る
者
を
除
く
。）」
を
加
え
、
同
項
第
四
号
の
二
中
「
あ
つ
た
も
の
」
の
下
に

（3）　 平成22年３月31日　水曜日 宮　　城　　県　　公　　報 号外第26号　　 

83,800円
三

種

９
　
　
級

75,700円
四

種

83,800円
三

種
９
　
　
級

「

仙
台
保
健
福
祉
事
務
所

所

長

保

健

医

療

監

副

所

長

支
所
長
（
塩
釜
総
合
支

所
長
に
限
る
。
）　
　
　

技

術

副

所

長

部

長

副

支

所

長

技

術

副

支

所

長

支
所
長
（
塩
釜
総
合
支

所
長
を
除
く
。
）　
　
　

三
種

四
種

五
種

」
を
削
り
、
同
表
県
議
会
の
項
中

95,700円
三

種

９
　
　
級

86,100円
四

種

95,700円
三

種
９
　
　
級

「

参

事

課

長

課
長
補
佐
（
人
事
委
員

会
が
定
め
る
者
に
限

る
。
）　

　
　
　
　
　

四
種

七
種

」
を

「

参

事

課　
　
　
　
　
　
　
　

長

局

副

参

事

課
長
補
佐
（
人
事
委
員

会
が
定
め
る
者
に
限

る
。
）　

　
　
　
　
　

四
種

五
種

七
種

」
に
改
め
、
同
表
県
警
察
の

項
中

「

部

長

首

席

監

察

官

組
織
犯
罪
対
策
局
長

参
事
官
（
人
事
委
員
会

が
定
め
る
者
を
除
く
。）

参
事
官
（
人
事
委
員
会

が
定
め
る
者
に
限
る
。）

課

長

三
種

」
を

「

部

長

首

席

監

察

官

組
織
犯
罪
対
策
局
長

参

事

官

参

事

課

長

三
種

」
に
改
め
る
。

「

技

術

副

所

長

部

長

地
域
事
務
所
技
術
副
所

長　地

域

事

務

所

部

長

」
を 「

技

術

副

所

長

部

長

地
域
事
務
所
技
術
副
所

長　地

域

事

務

所

部

長

支

所

長

」
に
改
め
、



「（
第
七
号
区
分
の
項
第
四
号
の
二
に
掲
げ
る
者
を
除
く
。）」
を
加
え
、
同
項
第
五
号
中
「
あ
つ
た
も
の
」
の
下
に

「（
第
七
号
区
分
の
項
第
五
号
に
掲
げ
る
者
を
除
く
。）」
を
加
え
、
同
項
第
五
号
の
二
中
「
あ
つ
た
も
の
」
の
下
に

「（
第
七
号
区
分
の
項
第
五
号
の
二
に
掲
げ
る
者
を
除
く
。）」
を
加
え
、
同
表
第
九
号
区
分
の
項
第
四
号
中
「
も
の
（
」

の
下
に
「
第
七
号
区
分
の
項
第
四
号
及
び
」
を
加
え
、
同
項
第
四
号
の
二
中
「
も
の
（
」
の
下
に
「
第
七
号
区
分
の
項

第
四
号
の
二
及
び
」
を
加
え
、
同
項
第
五
号
中
「
も
の
（
」
の
下
に
「
第
七
号
区
分
の
項
第
五
号
及
び
」
を
加
え
、
同

項
第
五
号
の
二
中
「
も
の
（
」
の
下
に
「
第
七
号
区
分
の
項
第
五
号
の
二
及
び
」
を
加
え
る
。

　
　
　

附　

則

　

こ
の
規
則
は
、
平
成
二
十
二
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

　
　
　
　
　
 

　
　
　
　
　

　

人
事
委
員
会
規
則
七－

三
十
三
（
初
任
給
、
昇
格
、
昇
給
等
の
基
準
）
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す

る
。

　
　

平
成
二
十
二
年
三
月
三
十
一
日

 

宮
城
県
人
事
委
員
会　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

 

委

員

長　
　

石　
　

附　
　

成　
　

二　
　
　

〇
人
事
委
員
会
規
則
七－

三
十
三－

五
十
一

　
　
　

人
事
委
員
会
規
則
七－

三
十
三
（
初
任
給
、
昇
格
、
昇
給
等
の
基
準
）
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

　

人
事
委
員
会
は
、
職
員
の
給
与
に
関
す
る
条
例
（
昭
和
三
十
二
年
宮
城
県
条
例
第
二
十
九
号
）
に
基
づ
き
、
人
事
委

員
会
規
則
七－

三
十
三
（
初
任
給
、
昇
格
、
昇
給
等
の
基
準
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　

別
表
第
一
イ
の
表
中

　
　
　

附　

則

　

こ
の
規
則
は
、
平
成
二
十
二
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

　
　
　
　
　
 

　
　
　
　
　

　

人
事
委
員
会
規
則
七－

三
十
八
（
通
勤
手
当
）
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

　
　

平
成
二
十
二
年
三
月
三
十
一
日

 

宮
城
県
人
事
委
員
会　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

 

委

員

長　
　

石　
　

附　
　

成　
　

二　
　
　

〇
人
事
委
員
会
規
則
七－

三
十
八－

十
九

　
　
　

人
事
委
員
会
規
則
七－

三
十
八
（
通
勤
手
当
）
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

　

人
事
委
員
会
は
、
職
員
の
給
与
に
関
す
る
条
例
（
昭
和
三
十
二
年
宮
城
県
条
例
第
二
十
九
号
）
に
基
づ
き
、
人
事
委

員
会
規
則
七－

三
十
八
（
通
勤
手
当
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　

第
二
条
第
三
項
中
「
第
十
三
条
」
を
「
第
十
四
条
」
に
改
め
る
。

　
　
　

附　

則

　

こ
の
規
則
は
、
平
成
二
十
二
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。 

　
　
　
　
　
 

　
　
　
　
　

　

人
事
委
員
会
規
則
七－

三
十
九
（
へ
き
地
手
当
等
）
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

　
　

平
成
二
十
二
年
三
月
三
十
一
日

 

宮
城
県
人
事
委
員
会　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

 

委　
員　
長　
　

石　
　

附　
　

成　
　

二　
　
　

〇
人
事
委
員
会
規
則
七－

三
十
九－

二
十
五

　
　
　

人
事
委
員
会
規
則
七－

三
十
九
（
へ
き
地
手
当
等
）
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

　

人
事
委
員
会
は
、
職
員
の
給
与
に
関
す
る
条
例
（
昭
和
三
十
二
年
宮
城
県
条
例
第
二
十
九
号
）
に
基
づ
き
、
人
事
委

員
会
規
則
七－

三
十
九
（
へ
き
地
手
当
等
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　

別
表
二
級
の
項
か
ら
準
へ
き
地
学
校
の
項
ま
で
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

号外第26号　平成22年３月31日　水曜日 宮　　城　　県　　公　　報 （4）

「

１
本
庁
の
部
長
,
局
長
及
び
こ
れ
に
相
当
す
る
職
務

２
委
員
会
の
事
務
局
の
長
及
び
こ
れ
に
相
当
す
る
職
務

３
特
に
重
要
な
業
務
を
所
掌
す
る
地
方
機
関
の
長
の
職
務

」
を

「

１
本
庁
の
部
長
,
会
計
管
理
者
,
局
長
及
び
こ
れ
に
相
当
す
る
職
務

２
委
員
会
の
事
務
局
の
長
及
び
こ
れ
に
相
当
す
る
職
務

３
特
に
重
要
な
業
務
を
所
掌
す
る
地
方
機
関
の
長
の
職
務

」
に
改
め
る
。

二

級

一　
　

級

白
石
市
立
深
谷
小
学
校
三
住
分
校

七
ケ
宿
町
立
湯
原
小
学
校

川
崎
町
立
前
川
小
学
校
青
根
分
校

丸
森
町
立
筆
甫
小
学
校

塩
竈
市
立
浦
戸
第
二
小
学
校

大
和
町
立
宮
床
小
学
校
難
波
分
校

大
崎
市
立
鬼
首
小
学
校

石
巻
市
立
船
越
小
学
校

同　
　
　

大
須
小
学
校

同　
　
　

寄
磯
小
学
校

同　
　
　

谷
川
小
学
校

塩
竈
市
立
浦
戸
中
学
校

石
巻
市
立
大
須
中
学
校

白
石
市
立
福
岡
小
学
校
八
宮
分
校

同　
　
　

福
岡
小
学
校
長
峯
分
校

七
ケ
宿
町
立
関
小
学
校

川
崎
町
立
本
砂
金
小
学
校

同　
　
　

支
倉
小
学
校

丸
森
町
立
丸
森
小
学
校
羽
出
庭
分
校

同　
　
　

大
張
小
学
校

同　
　
　

耕
野
小
学
校

大
郷
町
立
大
松
沢
小
学
校

大
崎
市
立
真
山
小
学
校

白
石
市
福
岡
深
谷
字
三
住
七
〇
の
三

刈
田
郡
七
ケ
宿
町
字
町
裏
八
一

柴
田
郡
川
崎
町
大
字
前
川
字
名
号
下
山
三
の
七

伊
具
郡
丸
森
町
筆
甫
字
中
島
三
の
二 

塩
竈
市
浦
戸
野
々
島
字
馬
越
八

黒
川
郡
大
和
町
宮
床
字
中
山
二
九

大
崎
市
鳴
子
温
泉
鬼
首
字
八
幡
原
一
九

石
巻
市
雄
勝
町
船
越
字
天
王
山
四
三 

同　
　

同　
　

大
須
字
大
須
二
五
一
の
二

同　
　

寄
磯
浜
五
梅
沢
二
四 

同　
　

谷
川
浜
二
重
坂
一
の
一

塩
竈
市
浦
戸
野
々
島
字
馬
越
八

石
巻
市
雄
勝
町
大
須
字
舘
森
一

白
石
市
福
岡
八
宮
字
坂
の
上
一
四
の
一
六 

同　
　

福
岡
蔵
本
字
長
峯
一
四

刈
田
郡
七
ケ
宿
町
字
利
津
保
一
六
の
一 

柴
田
郡
川
崎
町
大
字
本
砂
金
字
道
畑
九
五
の
一

同　
　

同　
　

大
字
支
倉
字
塩
沢
九               

伊
具
郡
丸
森
町
字
火
打
石
一 

同　
　

同　
　

大
張
川
張
字
宮
田
二
五             

同　
　

同　
　

耕
野
字
入
大
四
四
の
一            

黒
川
郡
大
郷
町
大
松
沢
字
旅
籠
屋
九 

大
崎
市
岩
出
山
字
上
真
山
日
向
要
害
二



　
　
　

附　

則

　

（
施
行
期
日
）

１　

こ
の
規
則
は
、
平
成
二
十
二
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

　

（
経
過
措
置
）

２　

こ
の
規
則
の
施
行
の
日
（
以
下
「
施
行
日
」
と
い
う
。）
の
前
日
に
お
い
て
へ
き
地
手
当
の
支
給
を
受
け
て
い
た

職
員
で
、
当
該
職
員
に
係
る
改
正
後
の
人
事
委
員
会
規
則
七－

三
十
九
（
へ
き
地
手
当
等
）（
以
下
「
新
規
則
」
と

い
う
。）
第
三
条
の
規
定
に
基
づ
く
へ
き
地
手
当
の
月
額
（
以
下
「
施
行
日
以
後
の
へ
き
地
手
当
の
月
額
」
と
い
う
。）

が
施
行
日
の
前
日
に
お
け
る
給
料
及
び
扶
養
手
当
の
月
額
の
合
計
額
に
、
改
正
前
の
人
事
委
員
会
規
則
七－

三
十
九

（
へ
き
地
手
当
等
）（
以
下
「
旧
規
則
」
と
い
う
。）
別
表
の
区
分
欄
に
掲
げ
る
学
校
の
区
分
に
応
じ
、
旧
規
則
第
三

条
に
定
め
る
支
給
割
合
を
乗
じ
て
得
た
額
（
以
下
「
施
行
日
前
の
へ
き
地
手
当
の
月
額
」
と
い
う
。）
に
達
し
な
い

こ
と
と
な
る
も
の（
新
規
則
に
基
づ
く
へ
き
地
手
当
の
支
給
を
受
け
な
い
こ
と
と
な
る
も
の
を
含
む
。）に
つ
い
て
は
、

新
規
則
第
三
条
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
施
行
日
以
後
当
該
職
員
が
施
行
日
の
前
日
に
勤
務
し
て
い
た
学
校
又
は
共

同
調
理
場
に
引
き
続
き
勤
務
す
る
場
合
（
当
該
学
校
又
は
共
同
調
理
場
の
移
転
が
あ
っ
た
場
合
を
除
く
。）
に
お
い

て
は
、
施
行
日
以
後
の
へ
き
地
手
当
の
月
額
が
当
該
職
員
に
係
る
施
行
日
前
の
へ
き
地
手
当
の
月
額
に
達
す
る
ま
で

の
間
（
新
規
則
に
基
づ
く
へ
き
地
手
当
の
支
給
を
受
け
な
い
者
に
つ
い
て
は
、
施
行
日
以
後
）、
当
該
施
行
日
前
の

へ
き
地
手
当
の
月
額
に
相
当
す
る
額
の
へ
き
地
手
当
を
支
給
す
る
。

３　

施
行
日
の
前
日
に
お
い
て
へ
き
地
等
学
校
（
給
与
条
例
第
二
十
一
条
の
四
第
一
項
又
は
第
二
十
一
条
の
五
第
一
項

に
規
定
す
る
学
校
及
び
共
同
調
理
場
を
い
う
。
以
下
同
じ
。）
と
し
て
指
定
さ
れ
て
い
た
学
校
又
は
共
同
調
理
場
で

施
行
日
に
お
い
て
へ
き
地
等
学
校
と
し
て
指
定
さ
れ
な
い
こ
と
と
な
る
も
の
（
学
校
又
は
共
同
調
理
場
の
移
転
に
よ

り
へ
き
地
等
学
校
と
し
て
指
定
さ
れ
な
い
こ
と
と
な
る
も
の
を
除
く
。）
は
、
施
行
日
の
前
日
に
当
該
学
校
又
は
共

同
調
理
場
に
勤
務
す
る
職
員
で
施
行
日
以
後
当
該
学
校
又
は
共
同
調
理
場
に
引
き
続
き
勤
務
す
る
こ
と
と
な
る
も
の

に
係
る
へ
き
地
手
当
に
準
ず
る
手
当
の
支
給
に
つ
い
て
は
、
へ
き
地
等
学
校
と
み
な
す
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
へ

き
地
手
当
に
準
ず
る
手
当
の
月
額
の
算
定
は
、
新
規
則
第
六
条
第
二
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
施
行
日
の
前
日
に

お
け
る
給
料
及
び
扶
養
手
当
の
月
額
の
合
計
額
を
基
礎
と
し
て
、
行
う
も
の
と
す
る
。

４　

次
の
各
号
に
掲
げ
る
職
員
に
対
す
る
附
則
第
二
項
及
び
前
項
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
当
該
各
号
に
定
め
る

と
こ
ろ
に
よ
る
。

一　

育
児
休
業
法
第
十
一
条
第
一
項
に
規
定
す
る
育
児
短
時
間
勤
務
職
員
及
び
育
児
休
業
法
第
十
七
条
の
規
定
に
よ

る
短
時
間
勤
務
を
し
て
い
る
職
員
（
以
下
「
育
児
短
時
間
勤
務
職
員
等
」
と
い
う
。）
以
外
の
職
員
で
あ
っ
て
、

施
行
日
の
前
日
に
お
い
て
育
児
短
時
間
勤
務
職
員
等
で
あ
っ
た
も
の　

附
則
第
二
項
中
「
給
料
及
び
」
と
あ
る
の

は
、「
給
料
の
月
額
に
同
日
に
お
け
る
学
校
職
員
勤
務
時
間
条
例
第
三
条
第
二
項
に
よ
り
定
め
ら
れ
た
そ
の
者
の
勤

務
時
間
を
同
条
第
一
項
に
規
定
す
る
勤
務
時
間
で
除
し
て
得
た
数
で
除
し
て
得
た
額
及
び
」
と
す
る
。

二　

育
児
短
時
間
勤
務
職
員
等
で
あ
っ
て
、
施
行
日
の
前
日
に
お
い
て
育
児
短
時
間
勤
務
職
員
等
以
外
の
職
員
で

あ
っ
た
も
の　

附
則
第
二
項
中
「
給
料
及
び
」
と
あ
る
の
は
、「
給
料
の
月
額
に
学
校
職
員
勤
務
時
間
条
例
第
三

条
第
二
項
に
よ
り
定
め
ら
れ
た
そ
の
者
の
勤
務
時
間
を
同
条
第
一
項
に
規
定
す
る
勤
務
時
間
で
除
し
て
得
た
数
を

乗
じ
て
得
た
額
及
び
」
と
す
る
。

三　

育
児
短
時
間
勤
務
職
員
等
で
あ
っ
て
、
施
行
日
の
前
日
に
お
い
て
育
児
短
時
間
勤
務
職
員
等
で
あ
っ
た
も
の　

附
則
第
二
項
中
「
給
料
及
び
」
と
あ
る
の
は
、「
給
料
の
月
額
に
同
日
に
お
け
る
学
校
職
員
勤
務
時
間
条
例
第
三

条
第
二
項
に
よ
り
定
め
ら
れ
た
そ
の
者
の
勤
務
時
間
を
同
条
第
一
項
に
規
定
す
る
勤
務
時
間
で
除
し
て
得
た
数
で

除
し
て
得
た
額
に
当
該
数
を
乗
じ
て
得
た
額
及
び
」
と
す
る
。
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準

へ

き

地

学

校

加
美
町
立
旭
小
学
校

栗
原
市
立
文
字
小
学
校

同　
　
　

花
山
小
学
校 

石
巻
市
立
東
浜
小
学
校

同　
　
　

大
川
小
学
校

同　
　
　

雄
勝
小
学
校

同　
　
　

吉
浜
小
学
校

同　
　
　

相
川
小
学
校

同　
　
　

鮎
川
小
学
校

同　
　
　

大
原
小
学
校 

女
川
町
立
女
川
第
四
小
学
校

七
ケ
宿
町
立
七
ケ
宿
中
学
校

丸
森
町
立
丸
森
西
中
学
校

栗
原
市
立
花
山
中
学
校

石
巻
市
立
荻
浜
中
学
校

同　
　
　

大
川
中
学
校

同　
　
　

雄
勝
中
学
校

同　
　
　

北
上
中
学
校

同　
　
　

牡
鹿
中
学
校

女
川
町
立
女
川
第
二
中
学
校

七
ケ
宿
町
学
校
給
食
共
同
調
理
場

石
巻
市
牡
鹿
学
校
給
食
セ
ン
タ
ー

川
崎
町
立
川
崎
第
二
小
学
校

同　
　
　

川
内
小
学
校

同　
　
　

前
川
小
学
校

蔵
王
町
立
遠
刈
田
小
学
校

丸
森
町
立
大
内
小
学
校

仙
台
市
立
作
並
小
学
校
新
川
分
校

同　
　
　

馬
場
小
学
校 

大
郷
町
立
粕
川
小
学
校

大
崎
市
立
中
山
小
学
校

同　
　
　

大
貫
小
学
校

加
美
町
立
西
小
野
田
小
学
校

同　
　
　

鹿
原
小
学
校

栗
原
市
立
金
田
小
学
校

同　
　
　

長
崎
小
学
校

石
巻
市
立
荻
浜
小
学
校

気
仙
沼
市
立
大
島
小
学
校

南
三
陸
町
立
名
足
小
学
校

蔵
王
町
立
遠
刈
田
中
学
校

丸
森
町
立
大
内
中
学
校

気
仙
沼
市
立
大
島
中
学
校

同　
　
　
　

大
島
共
同
調
理
場

加
美
郡
加
美
町
宮
崎
字
旭
二
番
一
の
一 

栗
原
市
栗
駒
文
字
葛
峰
一
一
の
八

同　
　

花
山
字
本
沢
鯨
ケ
森
三
三
の
三

石
巻
市
牧
浜
字
竹
浜
道
二
二
の
二

同　
　

釜
谷
字
山
根
一   

同　
　

雄
勝
町
雄
勝
字
小
渕
三
八

同　
　

北
上
町
十
三
浜
字
東
田
五
〇
の
三           

同　
　

同　
　
　
　
　

字
相
川
一
〇
〇             

同　
　

鮎
川
浜
清
崎
山
一
の
一 

同　
　

大
原
浜
大
光
寺
一

牡
鹿
郡
女
川
町
出
島
字
合
ノ
浜
五
四
の
二

刈
田
郡
七
ケ
宿
町
字
瀬
見
原
一

伊
具
郡
丸
森
町
耕
野
字
羽
抜
三
〇

栗
原
市
花
山
字
本
沢
久
保
三

石
巻
市
荻
浜
字
田
浜
山
三

同　
　

針
岡
字
山
下
六
一

同　
　

雄
勝
町
雄
勝
字
寺
四
の
三

同　
　

北
上
町
十
三
浜
字
小
田
九
三
の
一

同　
　

鮎
川
浜
鬼
形
山
一
の
二
四

牡
鹿
郡
女
川
町
出
島
字
合
ノ
浜
五
四
の
二 

刈
田
郡
七
ケ
宿
町
字
新
利
津
保
一

石
巻
市
鮎
川
浜
清
崎
山
一
の
一 

柴
田
郡
川
崎
町
大
字
今
宿
字
町
尻
一

同　
　

同　
　

大
字
川
内
字
天
神
前
二
五
七
の
一

同　
　

同　
　

大
字
前
川
字
大
森
一
一
一
の
四

刈
田
郡
蔵
王
町
遠
刈
田
温
泉
字
小
妻
坂
山
二
五

伊
具
郡
丸
森
町
大
内
字
横
手
一
八

仙
台
市
青
葉
区
新
川
字
北
野
尻
三
四

同　
　

太
白
区
秋
保
町
馬
場
字
町
北
二
五

黒
川
郡
大
郷
町
粕
川
字
伝
三
郎
二
三 

大
崎
市
鳴
子
温
泉
字
川
端
一
八
八

同　
　

田
尻
大
貫
字
境
三
七
の
一

加
美
郡
加
美
町
字
上
野
目
高
畑
五

同　
　

同　
　

字
鹿
原
水
堀
三
の
一

栗
原
市
一
迫
字
川
口
中
野
三
〇

同　
　

同　

字
上
中
島
三
九
の
一

石
巻
市
桃
浦
字
米
久
保
五

気
仙
沼
市
高
井
四
〇
の
二

本
吉
郡
南
三
陸
町
歌
津
字
中
山
三
四

刈
田
郡
蔵
王
町
遠
刈
田
温
泉
字
小
妻
坂
山
一
六

伊
具
郡
丸
森
町
大
内
字
横
手
一
九

気
仙
沼
市
高
井
四
〇

同　
　
　

同　

四
〇
の
二



　
　
　
　
　
 

　
　
　
　
　

　

人
事
委
員
会
規
則
七－

四
十
四
（
農
林
漁
業
普
及
指
導
手
当
）
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

　
　

平
成
二
十
二
年
三
月
三
十
一
日

 

宮
城
県
人
事
委
員
会　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

 

委

員

長　
　

石　
　

附　
　

成　
　

二　
　
　

〇
人
事
委
員
会
規
則
七－
四
十
四－

二
十
一

　
　
　

人
事
委
員
会
規
則
七－
四
十
四
（
農
林
漁
業
普
及
指
導
手
当
）
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

　

人
事
委
員
会
は
、
職
員
の
給
与
に
関
す
る
条
例
（
昭
和
三
十
二
年
宮
城
県
条
例
第
二
十
九
号
）
に
基
づ
き
、
人
事
委

員
会
規
則
七－

四
十
四
（
農
林
漁
業
普
及
指
導
手
当
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　

第
三
条
中
「
該
当
す
る
者
」
の
下
に
「（
育
児
休
業
法
第
十
一
条
第
一
項
に
規
定
す
る
育
児
短
時
間
勤
務
職
員
及
び

育
児
休
業
法
第
十
七
条
の
規
定
に
よ
る
短
時
間
勤
務
を
し
て
い
る
職
員
（
以
下
「
育
児
短
時
間
勤
務
職
員
等
」
と
い
う
。）

並
び
に
法
第
二
十
八
条
の
五
第
一
項
に
規
定
す
る
短
時
間
勤
務
の
職
を
占
め
る
職
員
（
以
下
「
短
時
間
勤
務
職
員
」
と

い
う
。）
を
除
く
。）」
を
加
え
、
同
条
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

三　

職
員
勤
務
時
間
条
例
第
十
条
の
四
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
割
り
振
ら
れ
た
勤
務
時
間
の
全
部
に
つ
い
て
同
項
に

規
定
す
る
時
間
外
勤
務
代
休
時
間
を
指
定
さ
れ
た
日

　

第
三
条
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

２　

前
項
の
規
定
は
、
前
条
の
規
定
に
該
当
す
る
者
で
あ
つ
て
、
育
児
短
時
間
勤
務
職
員
等
及
び
短
時
間
勤
務
職
員
で

あ
る
も
の
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
前
項
中
「
を
除
く
」
と
あ
る
の
は
「
に
限
る
」
と
、「（
以

下
「
勤
務
を
要
す
る
日
」
と
い
う
。）
の
う
ち
、
人
事
委
員
会
が
定
め
る
普
及
業
務
（
以
下
「
普
及
業
務
」
と
い
う
。）

に
従
事
し
て
い
る
日
」
と
あ
る
の
は
「
に
お
け
る
育
児
短
時
間
勤
務
職
員
等
又
は
短
時
間
勤
務
職
員
と
し
て
勤
務
を

要
す
る
時
間
の
う
ち
、
人
事
委
員
会
が
定
め
る
普
及
業
務
に
従
事
し
て
い
る
時
間
」
と
、「
日
の
合
計
が
、
そ
の
月

の
勤
務
を
要
す
る
日
」
と
あ
る
の
は
「
時
間
の
合
計
が
、
そ
の
月
の
育
児
短
時
間
勤
務
職
員
等
又
は
短
時
間
勤
務
職

員
と
し
て
勤
務
を
要
す
る
時
間
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

　

第
五
条
た
だ
し
書
中
「
一
に
」
を
「
い
ず
れ
か
に
」
に
改
め
、
同
条
第
一
号
中
「
次
号
」
を
「
以
下
こ
の
条
」
に
改

め
、
同
条
第
二
号
中
「
そ
の
者
」
の
下
に
「（
育
児
短
時
間
勤
務
職
員
等
及
び
短
時
間
勤
務
職
員
を
除
く
。）」
を
加
え
、

同
条
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

三　

そ
の
者
（
育
児
短
時
間
勤
務
職
員
等
及
び
短
時
間
勤
務
職
員
に
限
る
。）
が
離
職
し
、
又
は
死
亡
し
た
日
の
翌

日
か
ら
そ
の
月
の
末
日
ま
で
の
間
を
正
規
に
勤
務
し
た
も
の
と
し
た
場
合
に
お
い
て
も
、
勤
務
を
し
た
日
に
お
け

る
育
児
短
時
間
勤
務
職
員
等
又
は
短
時
間
勤
務
職
員
と
し
て
勤
務
を
要
す
る
時
間
の
う
ち
、
普
及
業
務
に
従
事
し

て
い
る
時
間
、
公
務
上
の
負
傷
若
し
く
は
疾
病
若
し
く
は
補
償
法
第
二
条
第
二
項
に
規
定
す
る
通
勤
に
よ
る
負
傷

若
し
く
は
疾
病
及
び
公
益
的
法
人
等
派
遣
条
例
第
三
条
第
一
号
に
規
定
す
る
派
遣
職
員
若
し
く
は
公
益
的
法
人
等

派
遣
条
例
第
十
二
条
第
一
号
に
規
定
す
る
退
職
派
遣
者
の
派
遣
先
の
業
務
上
の
負
傷
若
し
く
は
疾
病
若
し
く
は
労

働
者
災
害
補
償
保
険
法
第
七
条
第
二
項
に
規
定
す
る
通
勤
に
よ
る
負
傷
若
し
く
は
疾
病
に
よ
る
病
気
休
暇
に
よ
り

勤
務
を
し
て
い
な
い
時
間
の
合
計
が
そ
の
月
の
勤
務
を
要
す
る
日
に
お
け
る
育
児
短
時
間
勤
務
職
員
等
又
は
短
時

間
勤
務
職
員
と
し
て
勤
務
を
要
す
る
時
間
の
合
計
の
二
分
の
一
に
満
た
な
い
と
き
。

　
　
　

附　

則

　

こ
の
規
則
は
、
平
成
二
十
二
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。　
 

　
　
　
　
　
 

　
　
　
　
　

　

人
事
委
員
会
規
則
七－

五
十
三
（
地
域
手
当
）
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

　
　

平
成
二
十
二
年
三
月
三
十
一
日

 

宮
城
県
人
事
委
員
会　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

 

委

員

長　
　

石　
　

附　
　

成　
　

二　
　
　

〇
人
事
委
員
会
規
則
七－

五
十
三－

十
九

　
　
　

人
事
委
員
会
規
則
七－

五
十
三
（
地
域
手
当
）
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

　

人
事
委
員
会
は
、
職
員
の
給
与
に
関
す
る
条
例
（
昭
和
三
十
二
年
宮
城
県
条
例
第
二
十
九
号
）
に
基
づ
き
、
人
事
委

員
会
規
則
七－

五
十
三
（
地
域
手
当
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　

第
二
条
及
び
第
三
条
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

第
二
条
及
び
第
三
条　

削
除

　

第
十
四
条
中
「
、
第
二
十
条
第
三
項
並
び
に
第
二
十
条
の
二
第
五
項
」
を
「
並
び
に
第
二
十
条
第
三
項
」
に
改
め
る
。

　
　
　

附　

則

　

こ
の
規
則
は
、
平
成
二
十
二
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。 

　
　
　
　
　
 

　
　
　
　
　

　

人
事
委
員
会
規
則
七－

六
十
一
（
住
居
手
当
）
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

　
　

平
成
二
十
二
年
三
月
三
十
一
日

 

宮
城
県
人
事
委
員
会　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

 

委

員

長　
　

石　
　

附　
　

成　
　

二　
　
　

〇
人
事
委
員
会
規
則
七－

六
十
一－

四

　
　
　

人
事
委
員
会
規
則
七－

六
十
一
（
住
居
手
当
）
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

　

人
事
委
員
会
は
、
職
員
の
給
与
に
関
す
る
条
例
（
昭
和
三
十
二
年
宮
城
県
条
例
第
二
十
九
号
）
に
基
づ
き
、
人
事
委

員
会
規
則
七－

六
十
一
（
住
居
手
当
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　

第
二
条
第
二
号
中
「
配
偶
者
（
」
を
「
職
員
の
扶
養
親
族
た
る
者
（
給
与
条
例
第
十
条
に
規
定
す
る
扶
養
親
族
で
同

条
例
第
十
一
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
が
さ
れ
て
い
る
者
に
限
る
。
以
下
こ
の
号
に
お
い
て
同
じ
。）
が
所
有
す
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る
住
宅
及
び
職
員
の
配
偶
者
（
」
に
改
め
、「
含
む
。
以
下
」
の
下
に
「
こ
の
号
に
お
い
て
」
を
加
え
、「（
給
与
条
例

第
十
条
に
規
定
す
る
扶
養
親
族
で
同
条
例
第
十
一
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
が
さ
れ
て
い
る
者
に
限
る
。
以
下
同

じ
。）」
及
び
「
及
び
次
条
第
二
号
に
掲
げ
る
住
宅
」
を
削
る
。

　

第
三
条
及
び
第
四
条
を
削
る
。

　

第
四
条
の
二
中
「
第
十
一
条
の
六
第
一
項
第
三
号
」
を
「
第
十
一
条
の
六
第
一
項
第
二
号
」
に
、「
第
二
条
第
一
号
」

を
「
前
条
第
一
号
」
に
改
め
、
同
条
を
第
三
条
と
す
る
。

　

第
四
条
の
三
中
「
第
十
一
条
の
六
第
一
項
第
三
号
」
を
「
第
十
一
条
の
六
第
一
項
第
二
号
」
に
、「
第
五
条
第
二
項
」

を
「
第
五
条
第
三
項
」
に
改
め
、
同
条
を
第
四
条
と
す
る
。

　

第
五
条
第
一
項
中
「
実
情
、
住
宅
の
所
有
関
係
等
」
を
「
実
情
」
に
、「
家
賃
の
額
、
住
宅
の
所
有
関
係
等
」
を
「
家

賃
の
額
等
」
に
改
め
る
。

　
　
　

附　

則

　

こ
の
規
則
は
、
平
成
二
十
二
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。  

　
　
　
　
　
 

　
　
　
　
　

　

人
事
委
員
会
規
則
七－

六
十
二
（
特
地
勤
務
手
当
等
）
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

　
　

平
成
二
十
二
年
三
月
三
十
一
日

 

宮
城
県
人
事
委
員
会　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

 

委

員

長　
　

石　
　

附　
　

成　
　

二　
　
　

〇
人
事
委
員
会
規
則
七－

六
十
二－

二
十
九

　
　
　

人
事
委
員
会
規
則
七－

六
十
二
（
特
地
勤
務
手
当
等
）
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

　

人
事
委
員
会
は
、
職
員
の
給
与
に
関
す
る
条
例
（
昭
和
三
十
二
年
宮
城
県
条
例
第
二
十
九
号
）
に
基
づ
き
、
人
事
委

員
会
規
則
七－

六
十
二
（
特
地
勤
務
手
当
等
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　

別
表
二
級
地
の
項
及
び
一
級
地
の
項
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

　
　
　

附　

則

　

（
施
行
期
日
）

１　

こ
の
規
則
は
、
平
成
二
十
二
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

　

（
経
過
措
置
）

２　

こ
の
規
則
の
施
行
の
日
（
以
下
「
施
行
日
」
と
い
う
。）
の
前
日
に
お
い
て
級
別
区
分
が
二
級
地
と
さ
れ
て
い
た

特
地
公
署
（
給
与
条
例
第
十
二
条
の
二
第
一
項
に
規
定
す
る
特
地
公
署
を
い
う
。
以
下
同
じ
。）
の
う
ち
、
施
行
日

に
お
け
る
級
別
区
分
が
一
級
地
と
さ
れ
る
も
の
に
施
行
日
の
前
日
か
ら
引
き
続
き
勤
務
す
る
職
員
（
施
行
日
以
後
公

署
を
異
に
す
る
異
動
を
し
た
職
員
を
除
く
。）
の
特
地
勤
務
手
当
の
月
額
は
、
こ
の
規
則
に
よ
る
改
正
後
の
規
則
七－

六
十
二
（
以
下
「
改
正
後
の
規
則
」
と
い
う
。）
第
二
条
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
平
成
二
十
六
年
三
月
三
十
一
日

ま
で
の
間
（
そ
の
期
間
内
に
当
該
特
地
公
署
が
級
別
区
分
の
異
な
る
特
地
公
署
に
該
当
す
る
こ
と
と
な
っ
た
場
合
又

は
特
地
公
署
に
該
当
し
な
い
こ
と
と
な
っ
た
場
合
に
あ
っ
て
は
、
そ
の
該
当
し
、
又
は
該
当
し
な
い
こ
と
と
な
っ
た

日
の
前
日
ま
で
の
間
）、
同
条
の
規
定
に
よ
る
特
地
勤
務
手
当
の
月
額
に
、
同
条
第
二
項
各
号
に
定
め
る
日
に
受
け

て
い
た
給
料
の
月
額
（
育
児
短
時
間
勤
務
職
員
等
で
あ
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
そ
の
額
に
職
員
勤
務
時
間
条
例
第
二

条
第
二
項
に
よ
り
定
め
ら
れ
た
そ
の
者
の
勤
務
時
間
を
職
員
勤
務
時
間
条
例
第
二
条
第
一
項
に
規
定
す
る
勤
務
時
間

で
除
し
て
得
た
数
（
以
下
「
算
出
率
」
と
い
う
。）
を
乗
じ
て
得
た
額
）
及
び
扶
養
手
当
の
月
額
の
合
計
額
の
二
分

の
一
に
相
当
す
る
額
と
施
行
日
の
前
日
に
受
け
て
い
た
給
料
の
月
額
（
当
該
職
員
が
育
児
短
時
間
勤
務
職
員
等
で
あ

る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
そ
の
額
に
算
出
率
を
乗
じ
て
得
た
額
）
及
び
扶
養
手
当
の
月
額
の
合
計
額
の
二
分
の
一
に
相

当
す
る
額
を
合
算
し
た
額
（
そ
の
額
が
当
該
職
員
の
改
正
後
の
規
則
第
二
条
第
二
項
各
号
に
定
め
る
日
に
受
け
て
い

た
給
料
の
月
額
（
当
該
職
員
が
育
児
短
時
間
勤
務
職
員
等
で
あ
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
そ
の
額
に
算
出
率
を
乗
じ
て

得
た
額
）
及
び
扶
養
手
当
の
月
額
の
合
計
額
の
二
分
の
一
に
相
当
す
る
額
と
現
に
受
け
る
給
料
及
び
扶
養
手
当
の
月

額
の
合
計
額
の
二
分
の
一
に
相
当
す
る
額
を
合
算
し
た
額
を
超
え
る
こ
と
と
な
る
期
間
に
つ
い
て
は
、
当
該
合
算
し

た
額
）
に
百
分
の
四
を
乗
じ
て
得
た
額
に
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
期
間
の
区
分
に
応
じ
、
当
該
各
号
に
定
め
る
割
合

を
そ
れ
ぞ
れ
乗
じ
て
得
た
額
（
そ
の
額
に
一
円
未
満
の
端
数
が
あ
る
と
き
は
、
そ
の
端
数
を
切
り
捨
て
た
額
）
を
加

算
し
て
得
た
額
と
す
る
。

　

一　

平
成
二
十
二
年
四
月
一
日
か
ら
平
成
二
十
四
年
三
月
三
十
一
日
ま
で　

百
分
の
百

　

二　

平
成
二
十
四
年
四
月
一
日
か
ら
平
成
二
十
五
年
三
月
三
十
一
日
ま
で　

百
分
の
七
十
五

　

三　

平
成
二
十
五
年
四
月
一
日
か
ら
平
成
二
十
六
年
三
月
三
十
一
日
ま
で　

百
分
の
五
十

３　

施
行
日
の
前
日
に
お
い
て
特
地
公
署
と
さ
れ
て
い
た
公
署
の
う
ち
、
施
行
日
に
特
地
公
署
に
該
当
し
な
い
こ
と
と

な
っ
た
も
の
に
施
行
日
の
前
日
か
ら
引
き
続
き
勤
務
す
る
職
員
（
施
行
日
以
後
公
署
を
異
に
す
る
異
動
を
し
た
職
員

を
除
く
。）
に
対
す
る
給
与
条
例
第
十
二
条
の
二
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
平
成
二
十
六
年
三
月
三
十
一
日
ま

で
の
間
（
そ
の
期
間
内
に
当
該
公
署
が
特
地
公
署
若
し
く
は
準
特
地
公
署
（
給
与
条
例
第
十
二
条
の
三
第
一
項
に
規
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二
級
地

一
級
地

北
部
地
方
振
興
事
務
所
栗
原
地
域
事
務

所
栗
駒
ダ
ム
管
理
事
務
所

大
崎
地
方
ダ
ム
総
合
事
務
所
漆
沢
ダ
ム

管
理
事
務
所

蔵
王
自
然
の
家

白
石
高
等
学
校
七
ケ
宿
校

河
北
警
察
署
船
越
駐
在
所

鳴
子
警
察
署
鬼
首
駐
在
所

大
河
原
警
察
署
青
根
駐
在
所

白
石
警
察
署
湯
原
駐
在
所

角
田
警
察
署
筆
甫
駐
在
所

大
和
警
察
署
大
松
沢
駐
在
所

白
石
警
察
署
関
駐
在
所

栗
原
市
栗
駒
沼
倉
玉
山
一

加
美
郡
加
美
町
字
漆
沢
宮
ケ
森
一
の
一
七

刈
田
郡
蔵
王
町
遠
刈
田
温
泉
字
上
の
原
一
五
五
の
一

同
七
ケ
宿
町
字
沢
上
山
四
の
二

石
巻
市
雄
勝
町
船
越
字
清
水
三
一
一
の
一

大
崎
市
鳴
子
温
泉
鬼
首
字
原
三
五
の
一

柴
田
郡
川
崎
町
青
根
温
泉
一
〇
の
一

刈
田
郡
七
ケ
宿
町
字
湯
原
二
の
一

伊
具
郡
丸
森
町
筆
甫
字
中
井
二
の
三

黒
川
郡
大
郷
町
大
松
沢
字
堤
下
四
三

刈
田
郡
七
ケ
宿
町
字
関
二
〇
の
五



定
す
る
準
特
地
公
署
を
い
う
。
以
下
同
じ
。）
に
該
当
す
る
こ
と
と
な
っ
た
場
合
又
は
準
特
地
公
署
に
該
当
し
な
い

こ
と
と
な
っ
た
場
合
に
あ
っ
て
は
、
そ
の
該
当
し
、
又
は
該
当
し
な
い
こ
と
と
な
っ
た
日
の
前
日
ま
で
の
間
）、
当

該
公
署
を
特
地
公
署
と
み
な
し
、
特
地
勤
務
手
当
を
支
給
す
る
。

４　

前
項
の
規
定
の
適
用
を
受
け
る
職
員
の
特
地
勤
務
手
当
の
月
額
は
、
改
正
後
の
規
則
第
二
条
の
規
定
に
か
か
わ
ら

ず
、
同
条
第
二
項
各
号
に
定
め
る
日
に
受
け
て
い
た
給
料
の
月
額
（
当
該
職
員
が
育
児
短
時
間
勤
務
職
員
等
で
あ
る

場
合
に
あ
っ
て
は
、
そ
の
額
に
算
出
率
を
乗
じ
て
得
た
額
）
及
び
扶
養
手
当
の
月
額
の
合
計
額
の
二
分
の
一
に
相
当

す
る
額
と
施
行
日
の
前
日
に
受
け
て
い
た
給
料
の
月
額
（
当
該
職
員
が
育
児
短
時
間
勤
務
職
員
等
で
あ
る
場
合
に

あ
っ
て
は
、
そ
の
額
に
算
出
率
を
乗
じ
て
得
た
額
）
及
び
扶
養
手
当
の
月
額
の
合
計
額
の
二
分
の
一
に
相
当
す
る
額

を
合
算
し
た
額
（
そ
の
額
が
当
該
職
員
の
同
項
各
号
に
定
め
る
日
に
受
け
て
い
た
給
料
の
月
額
（
当
該
職
員
が
育
児

短
時
間
勤
務
職
員
等
で
あ
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
そ
の
額
に
算
出
率
を
乗
じ
て
得
た
額
）
及
び
扶
養
手
当
の
月
額
の

合
計
額
の
二
分
の
一
に
相
当
す
る
額
と
現
に
受
け
る
給
料
及
び
扶
養
手
当
の
月
額
の
合
計
額
の
二
分
の
一
に
相
当
す

る
額
を
合
算
し
た
額
を
超
え
る
こ
と
と
な
る
期
間
に
つ
い
て
は
、
当
該
合
算
し
た
額
）
に
当
該
職
員
が
勤
務
す
る
公

署
に
係
る
こ
の
規
則
に
よ
る
改
正
前
の
規
則
七－

六
十
二
第
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
支
給
割
合
を
乗
じ
て
得
た

額
に
、
附
則
第
二
項
各
号
に
掲
げ
る
期
間
の
区
分
に
応
じ
、
当
該
各
号
に
定
め
る
割
合
を
そ
れ
ぞ
れ
乗
じ
て
得
た
額

（
そ
の
額
に
一
円
未
満
の
端
数
が
あ
る
と
き
は
、
そ
の
端
数
を
切
り
捨
て
た
額
）
と
す
る
。

５　

施
行
日
の
前
日
に
お
い
て
特
地
公
署
と
さ
れ
て
い
た
公
署
の
う
ち
、
施
行
日
に
準
特
地
公
署
と
さ
れ
る
も
の
に
施

行
日
の
前
日
か
ら
引
き
続
き
勤
務
す
る
職
員
（
施
行
日
以
後
公
署
を
異
に
す
る
異
動
を
し
た
職
員
を
除
く
。）
の
平

成
二
十
六
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
間
（
そ
の
期
間
内
に
当
該
公
署
が
特
地
公
署
に
該
当
す
る
こ
と
と
な
っ
た
場
合

又
は
準
特
地
公
署
に
該
当
し
な
い
こ
と
と
な
っ
た
場
合
に
あ
っ
て
は
、そ
の
該
当
し
、又
は
該
当
し
な
い
こ
と
と
な
っ

た
日
の
前
日
ま
で
の
間
）
に
お
け
る
特
地
勤
務
手
当
に
準
ず
る
手
当
の
月
額
は
、
改
正
後
の
規
則
第
四
条
第
二
項
か

ら
第
四
項
ま
で
及
び
第
五
条
第
四
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
改
正
後
の
規
則
第
四
条
第
二
項
か
ら
第
四
項
ま
で
又

は
第
五
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
る
特
地
勤
務
手
当
に
準
ず
る
手
当
の
月
額
に
、
改
正
後
の
規
則
第
四
条
第
二
項
（
同

条
第
三
項
及
び
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
適
用
さ
れ
る
場
合
を
含
む
。）又
は
第
五
条
第
四
項
に
規
定
す
る

日
に
受
け
て
い
た
給
料
の
月
額
（
当
該
職
員
が
育
児
短
時
間
勤
務
職
員
等
で
あ
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
そ
の
額
に
算

出
率
を
乗
じ
て
得
た
額
）
及
び
扶
養
手
当
の
月
額
の
合
計
額
（
そ
の
額
が
当
該
職
員
の
現
に
受
け
る
給
料
及
び
扶
養

手
当
の
月
額
の
合
計
額
を
超
え
る
こ
と
と
な
る
期
間
に
つ
い
て
は
、
当
該
合
計
額
）
に
百
分
の
一
（
施
行
日
前
に
給

与
条
例
第
十
二
条
の
三
第
一
項
に
規
定
す
る
公
署
を
異
に
す
る
異
動
の
日
（
当
該
職
員
が
改
正
後
の
規
則
第
五
条
第

四
項
第
一
号
に
規
定
す
る
職
員
で
あ
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
同
号
に
規
定
す
る
日
。
以
下
同
じ
。）
か
ら
起
算
し
て

四
年
に
達
し
た
場
合
及
び
平
成
二
十
六
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
間
に
当
該
異
動
の
日
か
ら
起
算
し
て
四
年
に
達
し

た
場
合
に
お
け
る
そ
の
四
年
に
達
し
た
日
後
に
つ
い
て
は
、
零
）
を
乗
じ
て
得
た
額
に
、
附
則
第
二
項
各
号
に
掲
げ

る
期
間
の
区
分
に
応
じ
、
当
該
各
号
に
定
め
る
割
合
を
そ
れ
ぞ
れ
乗
じ
て
得
た
額
（
そ
の
額
に
一
円
未
満
の
端
数
が

あ
る
と
き
は
、
そ
の
端
数
を
切
り
捨
て
た
額
）
を
加
算
し
て
得
た
額
と
す
る
。

６　

施
行
日
の
前
日
に
お
い
て
特
地
公
署
と
さ
れ
て
い
た
公
署
の
う
ち
、
施
行
日
に
特
地
公
署
又
は
準
特
地
公
署
に
該

当
し
な
い
こ
と
と
な
っ
た
も
の
に
施
行
日
の
前
日
か
ら
引
き
続
き
勤
務
す
る
職
員
（
施
行
日
以
後
公
署
を
異
に
す
る

異
動
を
し
た
職
員
を
除
く
。）
に
対
す
る
給
与
条
例
第
十
二
条
の
三
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
平
成
二
十
六
年

三
月
三
十
一
日
ま
で
の
間
（
そ
の
期
間
内
に
当
該
公
署
が
特
地
公
署
又
は
準
特
地
公
署
に
該
当
す
る
こ
と
と
な
っ
た

場
合
に
あ
っ
て
は
、
そ
の
該
当
し
た
日
の
前
日
ま
で
の
間
）、
当
該
公
署
を
特
地
公
署
と
み
な
し
、
特
地
勤
務
手
当

に
準
ず
る
手
当
を
支
給
す
る
。

７　

前
項
の
規
定
の
適
用
を
受
け
る
職
員
の
特
地
勤
務
手
当
に
準
ず
る
手
当
の
月
額
は
、
改
正
後
の
規
則
第
四
条
第
二

項
か
ら
第
四
項
ま
で
又
は
第
五
条
第
四
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
改
正
後
の
規
則
第
四
条
第
二
項
（
同
条
第
三
項

及
び
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
適
用
さ
れ
る
場
合
を
含
む
。）又
は
第
五
条
第
四
項
に
規
定
す
る
日
に
受
け

て
い
た
給
料
の
月
額
（
当
該
職
員
が
育
児
短
時
間
勤
務
職
員
等
で
あ
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
そ
の
額
に
算
出
率
を
乗

じ
て
得
た
額
）
及
び
扶
養
手
当
の
月
額
の
合
計
額
（
そ
の
額
が
当
該
職
員
の
現
に
受
け
る
給
料
及
び
扶
養
手
当
の
月

額
の
合
計
額
を
超
え
る
こ
と
と
な
る
期
間
に
つ
い
て
は
、
当
該
合
計
額
）
に
百
分
の
五
（
施
行
日
前
に
給
与
条
例
第

十
二
条
の
三
第
一
項
に
規
定
す
る
公
署
を
異
に
す
る
異
動
の
日
か
ら
起
算
し
て
四
年
に
達
し
た
場
合
及
び
平
成
二
十

六
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
間
に
当
該
異
動
の
日
か
ら
起
算
し
て
四
年
に
達
し
た
場
合
に
お
け
る
そ
の
四
年
に
達
し

た
日
後
に
つ
い
て
は
、
百
分
の
四
、
施
行
日
前
に
当
該
異
動
の
日
か
ら
起
算
し
て
五
年
に
達
し
た
場
合
及
び
平
成
二

十
六
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
間
に
当
該
異
動
の
日
か
ら
起
算
し
て
五
年
に
達
し
た
場
合
に
お
け
る
そ
の
五
年
に
達

し
た
日
後
に
つ
い
て
は
、
百
分
の
二
）
を
乗
じ
て
得
た
額
に
、
附
則
第
二
項
各
号
に
掲
げ
る
期
間
の
区
分
に
応
じ
、

当
該
各
号
に
定
め
る
割
合
を
そ
れ
ぞ
れ
乗
じ
て
得
た
額
（
そ
の
額
に
一
円
未
満
の
端
数
が
あ
る
と
き
は
、
そ
の
端
数

を
切
り
捨
て
た
額
）
と
す
る
。

８　

施
行
日
の
前
日
に
お
い
て
準
特
地
公
署
と
さ
れ
て
い
た
公
署
の
う
ち
、
施
行
日
に
準
特
地
公
署
に
該
当
し
な
い
こ

と
と
な
っ
た
も
の
に
施
行
日
の
前
日
か
ら
引
き
続
き
勤
務
す
る
職
員
（
施
行
日
以
後
公
署
を
異
に
す
る
異
動
を
し
た

職
員
を
除
く
。）
に
対
す
る
給
与
条
例
第
十
二
条
の
三
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
平
成
二
十
六
年
三
月
三
十
一

日
ま
で
の
間
（
そ
の
期
間
内
に
当
該
公
署
が
特
地
公
署
又
は
準
特
地
公
署
に
該
当
す
る
こ
と
と
な
っ
た
場
合
に
あ
っ

て
は
、
そ
の
該
当
す
る
こ
と
と
な
っ
た
日
の
前
日
ま
で
の
間
）、
当
該
公
署
を
準
特
地
公
署
と
み
な
し
、
特
地
勤
務

手
当
に
準
ず
る
手
当
を
支
給
す
る
。

９　

前
項
の
規
定
の
適
用
を
受
け
る
職
員
の
特
地
勤
務
手
当
に
準
ず
る
手
当
の
月
額
は
、
改
正
後
の
規
則
第
四
条
第
二

項
又
は
第
五
条
第
四
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
改
正
後
の
規
則
第
四
条
第
二
項
又
は
第
五
条
第
四
項
に
規
定
す
る

日
に
受
け
て
い
た
給
料
の
月
額
（
当
該
職
員
が
育
児
短
時
間
勤
務
職
員
等
で
あ
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
そ
の
額
に
算

出
率
を
乗
じ
て
得
た
額
）
及
び
扶
養
手
当
の
月
額
の
合
計
額
（
そ
の
額
が
当
該
職
員
の
現
に
受
け
る
給
料
の
月
額

（
当
該
職
員
が
育
児
短
時
間
勤
務
職
員
等
で
あ
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
そ
の
額
に
算
出
率
を
乗
じ
て
得
た
額
）
及
び
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扶
養
手
当
の
月
額
の
合
計
額
を
超
え
る
こ
と
と
な
る
期
間
に
つ
い
て
は
、
当
該
合
計
額
）
に
百
分
の
四
（
施
行
日
前

に
給
与
条
例
第
十
二
条
の
三
第
一
項
に
規
定
す
る
公
署
を
異
に
す
る
異
動
の
日
か
ら
起
算
し
て
五
年
に
達
し
た
場
合

及
び
平
成
二
十
六
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
間
に
当
該
異
動
の
日
か
ら
起
算
し
て
五
年
に
達
し
た
場
合
に
お
け
る
そ

の
五
年
に
達
し
た
日
後
に
つ
い
て
は
、
百
分
の
二
）
を
乗
じ
て
得
た
額
に
、
附
則
第
二
項
各
号
に
掲
げ
る
期
間
の
区

分
に
応
じ
、
当
該
各
号
に
定
め
る
割
合
を
そ
れ
ぞ
れ
乗
じ
て
得
た
額
（
そ
の
額
に
一
円
未
満
の
端
数
が
あ
る
と
き
は
、

そ
の
端
数
を
切
り
捨
て
た
額
）
と
す
る
。

　
　
　
　
　
 

　
　
　
　
　

　

人
事
委
員
会
規
則
七－

七
十
（
休
日
勤
務
手
当
）
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

　
　

平
成
二
十
二
年
三
月
三
十
一
日

 

宮
城
県
人
事
委
員
会　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

 

委

員

長　
　

石　
　

附　
　

成　
　

二　
　
　

〇
人
事
委
員
会
規
則
七－

七
十－

六

　
　
　

人
事
委
員
会
規
則
七－

七
十
（
休
日
勤
務
手
当
）
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

　

人
事
委
員
会
は
、
職
員
の
給
与
に
関
す
る
条
例
（
昭
和
三
十
二
年
宮
城
県
条
例
第
二
十
九
号
）
に
基
づ
き
、
人
事
委

員
会
規
則
七－

七
十
（
休
日
勤
務
手
当
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　

第
一
条
中
「
規
則
」
を
「
人
事
委
員
会
規
則
」
に
、「
次
の
各
号
に
定
め
る
日
」
を
「
国
又
は
県
の
行
事
の
行
わ
れ

る
日
で
人
事
委
員
会
が
指
定
す
る
日
」
に
改
め
、
同
条
各
号
を
削
る
。

　

第
二
条
中
「
第
十
二
条
第
一
項
」
を
「
第
十
条
の
四
第
一
項
」
に
、「
第
十
条
第
一
項
」
を
「
第
八
条
の
四
第
一
項
」

に
改
め
、「
休
日
、」
の
下
に
「
職
員
勤
務
時
間
条
例
第
十
条
の
四
第
一
項
若
し
く
は
学
校
職
員
勤
務
時
間
条
例
第
八
条

の
四
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
割
り
振
ら
れ
た
勤
務
時
間
の
全
部
に
つ
い
て
職
員
勤
務
時
間
条
例
第
十
条
の
四
第
一
項
若

し
く
は
学
校
職
員
勤
務
時
間
条
例
第
八
条
の
四
第
一
項
に
規
定
す
る
時
間
外
勤
務
代
休
時
間
を
指
定
さ
れ
た
日
」
を
加

え
る
。

　
　
　

附　

則

　

こ
の
規
則
は
、
平
成
二
十
二
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。 

　
　
　
　
　
 

　
　
　
　
　

　

人
事
委
員
会
規
則
七－

百
十
三
（
時
間
外
勤
務
手
当
）
の
全
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

　
　

平
成
二
十
二
年
三
月
三
十
一
日

 

宮
城
県
人
事
委
員
会　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

 

委

員

長　
　

石　
　

附　
　

成　
　

二　
　
　

〇
人
事
委
員
会
規
則
七－

百
十
三－

三

　
　
　

人
事
委
員
会
規
則
七－

百
十
三
（
時
間
外
勤
務
手
当
）
の
全
部
を
改
正
す
る
規
則

　

人
事
委
員
会
は
、
職
員
の
給
与
に
関
す
る
条
例
（
昭
和
三
十
二
年
宮
城
県
条
例
第
二
十
九
号
）
に
基
づ
き
、
人
事
委

員
会
規
則
七－

百
十
三
（
時
間
外
勤
務
手
当
）
の
全
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

人
事
委
員
会
規
則
七－

百
十
三

　
　
　

時
間
外
勤
務
手
当

　

（
趣
旨
）

第
一
条　

時
間
外
勤
務
手
当
の
支
給
に
つ
い
て
は
、
別
に
定
め
る
場
合
を
除
き
、
こ
の
規
則
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。

　

（
時
間
外
勤
務
手
当
の
支
給
割
合
）

第
二
条　

給
与
条
例
第
十
四
条
第
一
項
の
人
事
委
員
会
規
則
で
定
め
る
割
合
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
勤
務
の
区
分
に

応
じ
、
当
該
各
号
に
定
め
る
割
合
と
す
る
。

　

一　

給
与
条
例
第
十
四
条
第
一
項
第
一
号
に
掲
げ
る
勤
務　

百
分
の
百
二
十
五

　

二　

給
与
条
例
第
十
四
条
第
一
項
第
二
号
に
掲
げ
る
勤
務　

百
分
の
百
三
十
五

２　

給
与
条
例
第
十
四
条
第
一
項
た
だ
し
書
に
規
定
す
る
七
時
間
四
十
五
分
に
達
す
る
ま
で
の
間
の
勤
務
に
係
る
時
間

に
つ
い
て
同
条
第
三
項
及
び
第
四
項
の
規
定
の
適
用
が
あ
る
場
合
に
お
け
る
当
該
時
間
に
対
す
る
前
項
の
規
定
の
適

用
に
つ
い
て
は
、
前
項
第
一
号
中
「
百
分
の
百
二
十
五
」
と
あ
る
の
は
「
百
分
の
百
」
と
す
る
。

３　

給
与
条
例
第
十
四
条
第
六
項
の
人
事
委
員
会
規
則
で
定
め
る
割
合
は
、
百
分
の
二
十
五
と
す
る
。

　

（
給
与
条
例
第
十
四
条
第
三
項
の
人
事
委
員
会
規
則
で
定
め
る
勤
務
）

第
三
条　

給
与
条
例
第
十
四
条
第
三
項
の
人
事
委
員
会
規
則
で
定
め
る
勤
務
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
職
員
の
区
分
に

応
じ
、
当
該
各
号
に
定
め
る
日
に
お
け
る
勤
務
と
す
る
。

一　

正
規
の
勤
務
時
間
（
職
員
勤
務
時
間
条
例
第
十
条
第
一
項
又
は
学
校
職
員
勤
務
時
間
条
例
第
八
条
第
一
項
に
規

定
す
る
正
規
の
勤
務
時
間
を
い
う
。
次
号
に
お
い
て
同
じ
。）
を
超
え
て
勤
務
し
た
月
に
お
い
て
そ
の
期
間
の
全

部
を
職
員
勤
務
時
間
条
例
第
三
条
第
一
項
又
は
学
校
職
員
勤
務
時
間
条
例
第
四
条
第
一
項
の
規
定
の
適
用
を
受
け

る
職
員
と
し
て
勤
務
し
た
者
（
人
事
委
員
会
が
定
め
る
職
員
を
除
く
。）　

次
に
掲
げ
る
日

イ　

当
該
月
に
お
け
る
日
曜
日

ロ　

当
該
月
に
お
け
る
週
休
日
の
振
替
（
規
則
八－

五
（
職
員
の
勤
務
時
間
、
休
暇
等
に
関
す
る
規
則
）
第
三
条

第
三
項
又
は
規
則
八－

六
（
学
校
職
員
の
勤
務
時
間
、
休
暇
等
に
関
す
る
規
則
）
第
三
条
第
三
項
に
規
定
す
る

週
休
日
の
振
替
を
い
い
、
勤
務
時
間
を
割
り
振
る
日
が
日
曜
日
で
あ
る
も
の
に
限
る
。）
に
よ
り
週
休
日
（
職

員
勤
務
時
間
条
例
第
三
条
第
一
項
又
は
学
校
職
員
勤
務
時
間
条
例
第
四
条
第
一
項
に
規
定
す
る
週
休
日
を
い

う
。
以
下
同
じ
。）
に
変
更
さ
れ
た
日

二　

正
規
の
勤
務
時
間
を
超
え
て
勤
務
し
た
月
に
お
い
て
そ
の
期
間
の
全
部
を
職
員
勤
務
時
間
条
例
第
四
条
第
一
項

又
は
学
校
職
員
勤
務
時
間
条
例
第
四
条
第
三
項
の
規
定
の
適
用
を
受
け
る
職
員
と
し
て
勤
務
し
た
者
（
当
該
月
に

お
け
る
週
休
日
（
職
員
勤
務
時
間
条
例
第
四
条
第
一
項
又
は
学
校
職
員
勤
務
時
間
条
例
第
四
条
第
三
項
の
規
定
に
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よ
り
週
休
日
と
さ
れ
た
日
に
限
る
。
以
下
「
原
週
休
日
」
と
い
う
。）
の
日
数
が
当
該
月
に
お
け
る
日
曜
日
の
日

数
に
満
た
な
い
職
員
そ
の
他
人
事
委
員
会
が
定
め
る
職
員
を
除
く
。）　

次
に
掲
げ
る
日

　
　

イ　

次
に
掲
げ
る
場
合
の
区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
次
に
定
め
る
日

�
　

当
該
月
に
お
け
る
日
曜
日
の
日
数
が
四
で
あ
る
場
合　

当
該
月
に
お
け
る
最
初
の
原
週
休
日
か
ら
、
当
該

原
週
休
日
か
ら
数
え
て
四
番
目
の
原
週
休
日
ま
で
の
間
の
原
週
休
日

�
　

当
該
月
に
お
け
る
日
曜
日
の
日
数
が
五
で
あ
る
場
合　

当
該
月
に
お
け
る
最
初
の
原
週
休
日
か
ら
、
当
該

原
週
休
日
か
ら
数
え
て
五
番
目
の
原
週
休
日
ま
で
の
間
の
原
週
休
日

ロ　

当
該
月
に
お
け
る
週
休
日
の
振
替
（
規
則
八－

五
第
三
条
第
三
項
又
は
規
則
八－

六
第
三
条
第
三
項
に
規
定

す
る
週
休
日
の
振
替
を
い
い
、
勤
務
時
間
を
割
り
振
る
日
が
次
に
掲
げ
る
場
合
の
区
分
に
応
じ
そ
れ
ぞ
れ
次
に

定
め
る
日
で
あ
る
も
の
に
限
る
。）
に
よ
り
週
休
日
に
変
更
さ
れ
た
日

�
　

当
該
勤
務
時
間
を
割
り
振
る
日
の
属
す
る
月
に
お
け
る
日
曜
日
の
日
数
が
四
で
あ
る
場
合　

当
該
月
に
お

け
る
最
初
の
原
週
休
日
か
ら
、
当
該
原
週
休
日
か
ら
数
え
て
四
番
目
の
原
週
休
日
ま
で
の
間
の
原
週
休
日

�
　

当
該
勤
務
時
間
を
割
り
振
る
日
の
属
す
る
月
に
お
け
る
日
曜
日
の
日
数
が
五
で
あ
る
場
合　

当
該
月
に
お

け
る
最
初
の
原
週
休
日
か
ら
、
当
該
原
週
休
日
か
ら
数
え
て
五
番
目
の
原
週
休
日
ま
で
の
間
の
原
週
休
日

三　

前
二
号
に
掲
げ
る
職
員
以
外
の
職
員　

前
二
号
に
掲
げ
る
職
員
と
の
権
衡
を
考
慮
し
て
人
事
委
員
会
が
定
め
る
日

　

（
時
間
外
勤
務
手
当
を
支
給
し
な
い
時
間
）

第
四
条　

給
与
条
例
第
十
四
条
第
六
項
及
び
同
条
第
八
項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
準
用
す
る
同
条
第
三
項
の
人
事

委
員
会
規
則
で
定
め
る
時
間
は
、
給
与
条
例
第
十
五
条
に
規
定
す
る
休
日
勤
務
手
当
が
支
給
さ
れ
た
時
間
と
す
る
。

　

（
雑
則
）

第
五
条　

こ
の
規
則
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
時
間
外
勤
務
手
当
に
関
し
必
要
な
事
項
は
、
人
事
委
員
会
が
定
め
る
。

　
　
　

附　

則

　

こ
の
規
則
は
、
平
成
二
十
二
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

　
　
　
　
　
 

　
　
　
　
　

　

人
事
委
員
会
規
則
七－

百
三
十
二
（
平
成
十
八
年
十
二
月
に
支
給
す
る
期
末
手
当
及
び
期
末
特
別
手
当
に
関
す
る
特

例
措
置
）
を
廃
止
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

　
　

平
成
二
十
二
年
三
月
三
十
一
日

 

宮
城
県
人
事
委
員
会　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

 

委

員

長　
　

石　
　

附　
　

成　
　

二　
　
　

〇
人
事
委
員
会
規
則
七－

百
三
十
二－

一

　
　
　

人
事
委
員
会
規
則
七－

百
三
十
二
（
平
成
十
八
年
十
二
月
に
支
給
す
る
期
末
手
当
及
び
期
末
特
別
手
当
に
関
す

　
　
　

る
特
例
措
置
）
を
廃
止
す
る
規
則

　

人
事
委
員
会
規
則
七－

百
三
十
二
（
平
成
十
八
年
十
二
月
に
支
給
す
る
期
末
手
当
及
び
期
末
特
別
手
当
に
関
す
る
特

例
措
置
）
は
、
廃
止
す
る
。

　
　
　

附　

則

　

こ
の
規
則
は
、
平
成
二
十
二
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。 

　
　
　
　
　
 

　
　
　
　
　

　

人
事
委
員
会
規
則
八－

五
（
職
員
の
勤
務
時
間
、
休
暇
等
に
関
す
る
規
則
）
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公

布
す
る
。

　
　

平
成
二
十
二
年
三
月
三
十
一
日

 

宮
城
県
人
事
委
員
会　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

 

委

員

長　
　

石　
　

附　
　

成　
　

二　
　
　

〇
人
事
委
員
会
規
則
八－

五－

二
十
四

　
　
　

人
事
委
員
会
規
則
八－

五
（
職
員
の
勤
務
時
間
、
休
暇
等
に
関
す
る
規
則
）
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

　

人
事
委
員
会
は
、
職
員
の
勤
務
時
間
、
休
暇
等
に
関
す
る
条
例
（
平
成
七
年
宮
城
県
条
例
第
七
号
）
に
基
づ
き
、
人

事
委
員
会
規
則
八－

五
（
職
員
の
勤
務
時
間
、
休
暇
等
に
関
す
る
規
則
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　

第
三
条
第
三
項
中
「
半
日
勤
務
時
間
の
割
振
り
変
更
」
を
「
四
時
間
の
勤
務
時
間
の
割
振
り
変
更
」
に
、「
第
十
二

条
第
一
項
」
を
「
第
十
条
の
四
第
一
項
」
に
、「
第
十
七
条
第
一
項
に
お
い
て
」
を
「
以
下
」
に
改
め
、
同
条
第
四
項

中
「
半
日
勤
務
時
間
の
割
振
り
変
更
」
を
「
四
時
間
の
勤
務
時
間
の
割
振
り
変
更
」
に
改
め
る
。

　

第
四
条
中
「
第
六
条
第
二
項
」
を
「
第
六
条
第
三
項
」
に
改
め
、
同
条
を
同
条
第
五
項
と
し
、
同
項
の
前
に
次
の
四

項
を
加
え
る
。

　

任
命
権
者
は
、
条
例
第
六
条
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
次
に
掲
げ
る
場
合
に
該
当
す
る
職
員
か
ら
休
憩
時
間
の

変
更
の
申
出
が
あ
り
、
か
つ
、
公
務
の
運
営
に
支
障
が
な
い
と
認
め
ら
れ
る
と
き
は
、
当
該
職
員
の
休
憩
時
間
を
四

十
五
分
と
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

一　

小
学
校
就
学
の
始
期
に
達
す
る
ま
で
の
子
の
あ
る
職
員
（
職
員
の
配
偶
者
で
そ
の
子
の
親
で
あ
る
も
の
が
、
常

態
と
し
て
そ
の
子
を
養
育
す
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
し
て
次
の
い
ず
れ
に
も
該
当
す
る
者
で
あ
る
場
合
に
お
け

る
当
該
職
員
を
除
く
。
次
号
に
お
い
て
同
じ
。）
が
そ
の
子
を
養
育
す
る
場
合

イ　

就
業
し
て
い
な
い
者
（
就
業
日
数
が
一
月
に
つ
い
て
三
日
以
下
の
者
を
含
む
。）
で
あ
る
こ
と
。

ロ　

負
傷
、
疾
病
又
は
身
体
上
若
し
く
は
精
神
上
の
障
害
に
よ
り
申
出
に
係
る
子
を
養
育
す
る
こ
と
が
困
難
な
状

態
に
あ
る
者
で
な
い
こ
と
。

ハ　

八
週
間
（
多
胎
妊
娠
の
場
合
に
あ
っ
て
は
、
十
四
週
間
）
以
内
に
出
産
す
る
予
定
で
あ
る
者
又
は
産
後
八
週

間
を
経
過
し
な
い
者
で
な
い
こ
と
。

二　

小
学
校
に
就
学
し
て
い
る
子
の
あ
る
職
員
が
児
童
福
祉
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
百
六
十
四
号
）
第
六
条
の
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二
第
二
項
に
規
定
す
る
放
課
後
児
童
健
全
育
成
事
業
を
行
う
施
設
に
そ
の
子
（
当
該
放
課
後
児
童
健
全
育
成
事
業

に
よ
り
育
成
さ
れ
る
も
の
に
限
る
。）
を
出
迎
え
る
た
め
赴
く
場
合

三　

条
例
第
十
七
条
第
一
項
に
規
定
す
る
日
常
生
活
を
営
む
の
に
支
障
が
あ
る
者
（
以
下
「
要
介
護
者
」
と
い
う
。）

を
介
護
す
る
職
員
が
要
介
護
者
を
介
護
す
る
場
合

四　

妊
娠
中
の
女
子
職
員
が
通
勤
に
利
用
す
る
交
通
機
関
の
混
雑
の
程
度
が
母
体
又
は
胎
児
の
健
康
保
持
に
影
響
が

あ
る
と
認
め
ら
れ
る
場
合

五　

学
校
教
育
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
二
十
六
号
）
第
一
条
に
規
定
す
る
高
等
学
校
、
大
学
若
し
く
は
高
等
専

門
学
校
、
同
法
第
百
二
十
四
条
に
規
定
す
る
専
修
学
校
又
は
同
法
第
百
三
十
四
条
第
一
項
に
規
定
す
る
各
種
学
校

並
び
に
公
務
に
関
す
る
能
力
の
向
上
に
資
す
る
教
育
施
設
と
し
て
任
命
権
者
が
認
め
た
も
の
に
お
い
て
修
学
す
る

場
合

２　

前
項
の
申
出
が
あ
っ
た
場
合
に
お
い
て
は
、
任
命
権
者
は
、
速
や
か
に
承
認
す
る
か
ど
う
か
を
決
定
し
、
当
該
申

出
を
し
た
職
員
に
対
し
通
知
す
る
も
の
と
す
る
。

３　

第
一
項
の
申
出
を
し
た
職
員
に
お
い
て
、
同
項
各
号
に
掲
げ
る
場
合
に
該
当
し
な
い
こ
と
と
な
る
事
由
が
生
じ
た

場
合
に
は
、
当
該
職
員
は
遅
滞
な
く
、
そ
の
旨
を
任
命
権
者
に
届
け
出
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
同
項
第
四

号
に
掲
げ
る
場
合
に
該
当
し
な
い
こ
と
と
な
る
事
由
が
、
子
の
出
生
で
あ
る
場
合
に
は
、
第
二
十
七
条
第
二
項
の
規

定
に
よ
る
届
出
を
も
っ
て
こ
の
届
出
に
代
え
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
す
る
。

４　

任
命
権
者
は
、
第
一
項
の
申
出
又
は
前
項
の
届
出
の
内
容
に
つ
い
て
確
認
す
る
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、

当
該
申
出
又
は
届
出
を
し
た
職
員
に
対
し
て
証
明
書
類
の
提
出
を
求
め
る
こ
と
が
で
き
る
。

　

第
六
条
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

　

（
船
員
の
勤
務
時
間
の
特
例
）

第
六
条　

任
命
権
者
が
、
船
舶
に
乗
り
組
む
職
員
の
勤
務
時
間
を
五
十
二
週
を
超
え
な
い
期
間
に
つ
き
一
週
間
当
た
り

三
十
八
時
間
四
十
五
分
（
育
児
短
時
間
勤
務
職
員
等
に
あ
っ
て
は
条
例
第
二
条
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
定
め
る
時

間
、
再
任
用
短
時
間
勤
務
職
員
に
あ
っ
て
は
同
条
第
三
項
の
規
定
に
基
づ
き
定
め
る
時
間
、
任
期
付
短
時
間
勤
務
職

員
に
あ
っ
て
は
同
条
第
四
項
の
規
定
に
基
づ
き
定
め
る
時
間
）
と
す
る
場
合
に
は
、
条
例
第
八
条
第
一
項
の
人
事
委

員
会
の
承
認
を
得
た
も
の
と
み
な
す
。

２　

任
命
権
者
が
、
船
舶
に
乗
り
組
む
職
員
の
休
憩
時
間
を
当
該
職
員
の
勤
務
時
間
が
一
日
に
つ
い
て
七
時
間
四
十
五

分
の
場
合
に
あ
っ
て
は
一
時
間
、
当
該
職
員
の
勤
務
時
間
が
一
日
に
つ
い
て
七
時
間
四
十
五
分
以
上
十
五
時
間
三
十

分
以
内
（
公
務
上
臨
時
の
必
要
が
あ
る
と
き
は
、
二
日
に
つ
い
て
十
五
時
間
三
十
分
以
上
三
十
一
時
間
以
内
）
の
場

合
に
あ
っ
て
は
一
日
に
つ
い
て
少
な
く
と
も
八
時
間
三
十
分
（
公
務
上
臨
時
の
必
要
が
あ
る
と
き
は
、
二
日
に
つ
い

て
少
な
く
と
も
十
七
時
間
）
と
定
め
る
場
合
に
は
、
条
例
第
八
条
第
三
項
の
人
事
委
員
会
の
承
認
を
得
た
も
の
と
み

な
す
。

　

第
八
条
の
二
第
二
項
中
「（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
百
六
十
四
号
）」
を
削
る
。

　

第
十
六
条
の
次
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。

　

（
時
間
外
勤
務
代
休
時
間
の
指
定
）

第
十
六
条
の
二　

条
例
第
十
条
の
四
第
一
項
の
人
事
委
員
会
規
則
で
定
め
る
期
間
は
、
給
与
条
例
第
十
四
条
第
三
項
に

規
定
す
る
六
十
時
間
を
超
え
て
勤
務
し
た
全
時
間
に
係
る
月
（
次
項
に
お
い
て
「
六
十
時
間
超
過
月
」
と
い
う
。）

の
末
日
の
翌
日
か
ら
同
日
を
起
算
日
と
す
る
二
月
後
の
日
ま
で
の
期
間
と
す
る
。

２　

任
命
権
者
は
、
条
例
第
十
条
の
四
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
時
間
外
勤
務
代
休
時
間
（
同
項
に
規
定
す
る
時
間
外

勤
務
代
休
時
間
を
い
う
。
以
下
同
じ
。）
を
指
定
す
る
場
合
に
は
、
前
項
に
規
定
す
る
期
間
内
に
あ
る
勤
務
日
等
（
休

日
（
条
例
第
十
一
条
に
規
定
す
る
祝
日
法
に
よ
る
休
日
又
は
年
末
年
始
の
休
日
を
い
う
。
以
下
同
じ
。）
及
び
代
休

日
（
条
例
第
十
二
条
第
一
項
に
規
定
す
る
代
休
日
を
い
う
。
以
下
同
じ
。）
を
除
く
。
第
四
項
に
お
い
て
同
じ
。）
に

割
り
振
ら
れ
た
勤
務
時
間
の
う
ち
、
時
間
外
勤
務
代
休
時
間
の
指
定
に
代
え
よ
う
と
す
る
時
間
外
勤
務
手
当
の
支
給

に
係
る
六
十
時
間
超
過
月
に
お
け
る
給
与
条
例
第
十
四
条
第
三
項
の
規
定
の
適
用
を
受
け
る
時
間
（
以
下
こ
の
項
及

び
第
六
項
に
お
い
て
「
六
十
時
間
超
過
時
間
」
と
い
う
。）
の
次
の
各
号
に
掲
げ
る
区
分
に
応
じ
、
当
該
各
号
に
定

め
る
時
間
数
の
時
間
を
指
定
す
る
も
の
と
す
る
。

一　

給
与
条
例
第
十
四
条
第
一
項
第
一
号
に
掲
げ
る
勤
務
に
係
る
時
間（
次
号
に
掲
げ
る
時
間
を
除
く
。）　

当
該
時

間
に
該
当
す
る
六
十
時
間
超
過
時
間
の
時
間
数
に
百
分
の
二
十
五
を
乗
じ
て
得
た
時
間
数

二　

給
与
条
例
第
十
四
条
第
一
項
た
だ
し
書
又
は
第
二
項
に
規
定
す
る
七
時
間
四
十
五
分
に
達
す
る
ま
で
の
間
の
勤

務
に
係
る
時
間　

当
該
時
間
に
該
当
す
る
六
十
時
間
超
過
時
間
の
時
間
数
に
百
分
の
五
十
を
乗
じ
て
得
た
時
間
数

三　

給
与
条
例
第
十
四
条
第
一
項
第
二
号
に
掲
げ
る
勤
務
に
係
る
時
間　

当
該
時
間
に
該
当
す
る
六
十
時
間
超
過
時

間
の
時
間
数
に
百
分
の
十
五
を
乗
じ
て
得
た
時
間
数

３　

前
項
の
場
合
に
お
い
て
、
そ
の
指
定
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
職
員
の
区
分
に
応
じ
、
当
該
各
号
に
定
め
る
時
間

を
単
位
と
し
て
行
う
も
の
と
す
る
。

一　

育
児
短
時
間
勤
務
職
員
等
、
再
任
用
短
時
間
勤
務
職
員
及
び
任
期
付
短
時
間
勤
務
職
員
以
外
の
職
員　

四
時
間

又
は
七
時
間
四
十
五
分
（
年
次
有
給
休
暇
の
時
間
に
連
続
し
て
時
間
外
勤
務
代
休
時
間
を
指
定
す
る
場
合
に
あ
っ

て
は
、
当
該
年
次
有
給
休
暇
の
時
間
の
時
間
数
と
当
該
時
間
外
勤
務
代
休
時
間
の
時
間
数
を
合
計
し
た
時
間
数
が

四
時
間
又
は
七
時
間
四
十
五
分
と
な
る
時
間
）

二　

育
児
短
時
間
勤
務
職
員
等
、
再
任
用
短
時
間
勤
務
職
員
及
び
任
期
付
短
時
間
勤
務
職
員　

四
時
間
又
は
勤
務
日

ご
と
の
勤
務
時
間
の
時
間
数
（
年
次
有
給
休
暇
の
時
間
に
連
続
し
て
時
間
外
勤
務
代
休
時
間
を
指
定
す
る
場
合
に

あ
っ
て
は
、
当
該
年
次
有
給
休
暇
の
時
間
の
時
間
数
と
当
該
時
間
外
勤
務
代
休
時
間
の
時
間
数
を
合
計
し
た
時
間

数
が
四
時
間
又
は
勤
務
日
ご
と
の
勤
務
時
間
の
時
間
数
と
な
る
時
間
）

４　

任
命
権
者
は
、
条
例
第
十
条
の
四
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
一
回
の
勤
務
に
割
り
振
ら
れ
た
勤
務
時
間
の
一
部
に
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つ
い
て
時
間
外
勤
務
代
休
時
間
を
指
定
す
る
場
合
に
は
、
第
一
項
に
規
定
す
る
期
間
内
に
あ
る
勤
務
日
等
の
始
業
の

時
刻
か
ら
連
続
し
、
又
は
終
業
の
時
刻
ま
で
連
続
す
る
勤
務
時
間
に
つ
い
て
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、

任
命
権
者
が
、
業
務
の
運
営
並
び
に
職
員
の
健
康
及
び
福
祉
を
考
慮
し
て
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
場
合
は
、
こ
の
限

り
で
な
い
。

５　

任
命
権
者
は
、
職
員
が
あ
ら
か
じ
め
時
間
外
勤
務
代
休
時
間
の
指
定
を
希
望
し
な
い
旨
申
し
出
た
場
合
に
は
、
時

間
外
勤
務
代
休
時
間
を
指
定
し
な
い
も
の
と
す
る
。

６　

任
命
権
者
は
、
条
例
第
十
条
の
四
第
一
項
に
規
定
す
る
措
置
が
六
十
時
間
超
過
時
間
の
勤
務
を
し
た
職
員
の
健
康

及
び
福
祉
の
確
保
に
特
に
配
慮
し
た
も
の
で
あ
る
こ
と
に
か
ん
が
み
、
前
項
に
規
定
す
る
場
合
を
除
き
、
当
該
職
員

に
対
し
て
時
間
外
勤
務
代
休
時
間
を
指
定
す
る
よ
う
努
め
る
も
の
と
す
る
。

７　

時
間
外
勤
務
代
休
時
間
の
指
定
の
手
続
に
関
し
必
要
な
事
項
は
、
人
事
委
員
会
が
定
め
る
。

　

第
十
七
条
第
一
項
中
「（
同
項
に
規
定
す
る
代
休
日
を
い
う
。
以
下
同
じ
。）」
及
び
「（
条
例
第
十
一
条
に
規
定
す
る

祝
日
法
に
よ
る
休
日
又
は
年
末
年
始
の
休
日
を
い
う
。
以
下
同
じ
。）」
を
削
り
、「（
休
日
」
を
「（
条
例
第
十
条
の
四

第
一
項
の
規
定
に
よ
り
時
間
外
勤
務
代
休
時
間
が
指
定
さ
れ
た
勤
務
日
等
及
び
休
日
」
に
改
め
る
。

　

第
十
八
条
第
一
項
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

　
　

条
例
第
十
四
条
第
一
項
第
一
号
の
人
事
委
員
会
規
則
で
定
め
る
日
数
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
職
員
の
区
分
に
応

じ
、
当
該
各
号
に
定
め
る
日
数
と
す
る
。
た
だ
し
、
そ
の
日
数
が
労
働
基
準
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
四
十
九
号
）

第
三
十
九
条
の
規
定
に
よ
り
付
与
す
べ
き
も
の
と
さ
れ
て
い
る
日
数
を
下
回
る
場
合
に
は
、
当
該
付
与
す
べ
き
も
の

と
さ
れ
て
い
る
日
数
と
す
る
。

一　

斉
一
型
短
時
間
勤
務
職
員
（
育
児
短
時
間
勤
務
職
員
等
、
再
任
用
短
時
間
勤
務
職
員
及
び
任
期
付
短
時
間
勤
務

職
員
の
う
ち
、
一
週
間
ご
と
の
勤
務
日
の
日
数
及
び
勤
務
日
ご
と
の
勤
務
時
間
の
時
間
数
が
同
一
で
あ
る
も
の
を

い
う
。以
下
同
じ
。）　

二
十
日
に
斉
一
型
短
時
間
勤
務
職
員
の
一
週
間
の
勤
務
日
の
日
数
を
五
日
で
除
し
て
得
た

数
を
乗
じ
て
得
た
日
数

二　

不
斉
一
型
短
時
間
勤
務
職
員
（
育
児
短
時
間
勤
務
職
員
等
、
再
任
用
短
時
間
勤
務
職
員
及
び
任
期
付
短
時
間
勤

務
職
員
の
う
ち
、
斉
一
型
短
時
間
勤
務
職
員
以
外
の
も
の
を
い
う
。
以
下
同
じ
。）　

百
五
十
五
時
間
に
条
例
第

二
条
第
二
項
、
第
三
項
及
び
第
四
項
の
規
定
に
基
づ
き
定
め
ら
れ
た
不
斉
一
型
短
時
間
勤
務
職
員
の
勤
務
時
間
を

三
十
八
時
間
四
十
五
分
で
除
し
て
得
た
数
を
乗
じ
て
得
た
時
間
数
を
、
一
日
当
た
り
の
平
均
勤
務
時
間
数
（
四
週

間
を
超
え
な
い
期
間
内
の
勤
務
時
間
数
を
同
期
間
内
の
勤
務
日
数
で
除
し
て
得
た
時
間
数
を
い
う
。）を
一
日
と
し

て
日
に
換
算
し
て
得
た
日
数
（
一
日
未
満
の
端
数
が
あ
る
と
き
は
、
こ
れ
を
四
捨
五
入
し
て
得
た
日
数
）

　

第
十
九
条
中
「
日
数
）」
の
下
に
「
を
超
え
な
い
範
囲
内
の
残
日
数
」
を
加
え
る
。

　

第
二
十
条
第
二
項
中
「
第
十
八
条
第
一
項
に
規
定
す
る
一
週
間
ご
と
の
勤
務
日
の
日
数
又
は
勤
務
日
ご
と
の
勤
務
時

間
の
時
間
数
が
同
一
で
な
い
職
員
」
を
「
不
斉
一
型
短
時
間
勤
務
職
員
」
に
改
め
、
同
条
に
次
の
二
項
を
加
え
る
。

３　

前
二
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
年
次
有
給
休
暇
の
残
日
数
の
す
べ
て
を
使
用
し
よ
う
と
す
る
場
合
に
お
い
て
、

当
該
残
日
数
に
一
時
間
未
満
の
端
数
が
あ
る
と
き
は
、
当
該
残
日
数
の
す
べ
て
を
使
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

４　

一
時
間
を
単
位
と
し
て
使
用
し
た
年
次
有
給
休
暇
を
日
に
換
算
す
る
場
合
に
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
職
員
の
区

分
に
応
じ
、
当
該
各
号
に
定
め
る
時
間
数
を
も
っ
て
一
日
と
す
る
。

一　

次
号
か
ら
第
四
号
ま
で
に
掲
げ
る
職
員
以
外
の
職
員　

七
時
間
四
十
五
分

二　

育
児
休
業
法
第
十
条
第
一
項
第
一
号
か
ら
第
四
号
ま
で
に
掲
げ
る
勤
務
の
形
態
の
育
児
短
時
間
勤
務
職
員
等

　

次
に
掲
げ
る
規
定
に
掲
げ
る
勤
務
の
形
態
の
区
分
に
応
じ
、
次
に
掲
げ
る
時
間
数

　
　

イ　

育
児
休
業
法
第
十
条
第
一
項
第
一
号　

三
時
間
五
十
五
分

　
　

ロ　

育
児
休
業
法
第
十
条
第
一
項
第
二
号　

四
時
間
五
十
五
分

　
　

ハ　

育
児
休
業
法
第
十
条
第
一
項
第
三
号
又
は
第
四
号　

七
時
間
四
十
五
分

三　

斉
一
型
短
時
間
勤
務
職
員
（
前
号
に
掲
げ
る
職
員
の
う
ち
、
斉
一
型
短
時
間
勤
務
職
員
を
除
く
。）　

勤
務
日

ご
と
の
勤
務
時
間
の
時
間
数
（
一
分
未
満
の
端
数
が
あ
る
と
き
は
、
こ
れ
を
切
り
捨
て
た
時
間
）

四　

不
斉
一
型
短
時
間
勤
務
職
員
（
第
二
号
に
掲
げ
る
職
員
の
う
ち
、
不
斉
一
型
短
時
間
勤
務
職
員
を
除
く
。）　

七
時
間
四
十
五
分

　

第
二
十
二
条
第
一
項
第
二
十
七
号
中
「（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
二
十
六
号
）」
を
削
り
、
同
条
第
二
項
に
次
の
た
だ

し
書
を
加
え
る
。

　

た
だ
し
、
前
項
第
六
号
、
第
十
六
号
、
第
十
七
号
、
第
十
九
号
及
び
第
二
十
号
の
休
暇
の
残
日
数
の
す
べ
て
を
使

用
し
よ
う
と
す
る
場
合
に
お
い
て
、
当
該
残
日
数
に
一
時
間
未
満
の
端
数
が
あ
る
と
き
は
、
当
該
残
日
数
の
す
べ
て

を
使
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

　

第
二
十
二
条
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

３　

一
時
間
を
単
位
と
し
て
使
用
し
た
前
項
た
だ
し
書
の
休
暇
を
日
に
換
算
す
る
場
合
に
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
職

員
の
区
分
に
応
じ
、
当
該
各
号
に
定
め
る
時
間
数
を
も
っ
て
一
日
と
す
る
。

一　

次
号
及
び
第
三
号
に
掲
げ
る
職
員
以
外
の
職
員　

七
時
間
四
十
五
分

二　

斉
一
型
短
時
間
勤
務
職
員　

勤
務
日
ご
と
の
勤
務
時
間
の
時
間
数
（
七
時
間
四
十
五
分
を
超
え
る
場
合
に
あ
っ

て
は
、
七
時
間
四
十
五
分
と
し
、
一
分
未
満
の
端
数
が
あ
る
と
き
は
、
こ
れ
を
切
り
捨
て
た
時
間
）

三　

不
斉
一
型
短
時
間
勤
務
職
員　

七
時
間
四
十
五
分

　

第
三
十
一
条
第
一
項
中
「
八
時
間
」
を
「
七
時
間
四
十
五
分
」
に
改
め
る
。

　
　
　

附　

則

　

こ
の
規
則
は
、
平
成
二
十
二
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

　
　
　
　
　
 

　
　
　
　
　

　

人
事
委
員
会
規
則
十
一－
一－
九
（
管
理
職
員
等
の
範
囲
を
定
め
る
規
則
）
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
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布
す
る
。

　
　

平
成
二
十
二
年
三
月
三
十
一
日

 

宮
城
県
人
事
委
員
会　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

 

委

員

長　
　

石　
　

附　
　

成　
　

二　
　
　

〇
人
事
委
員
会
規
則
十
一－

一－

三
十
六

　
　
　

人
事
委
員
会
規
則
十
一－

一－

九
（
管
理
職
員
等
の
範
囲
を
定
め
る
規
則
）
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

　

人
事
委
員
会
は
、
地
方
公
務
員
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
六
十
一
号
）
第
五
十
二
条
第
四
項
の
規
定
に
基
づ

き
、
人
事
委
員
会
規
則
十
一－
一－
九
（
管
理
職
員
等
の
範
囲
を
定
め
る
規
則
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　

別
表
第
一
知
事
部
局
の
項
中
「
部
長
」
の
下
に
「　

会
計
管
理
者
」
を
加
え
る
。

　

別
表
第
二
保
健
福
祉
事
務
所
の
項
中
「
支
所
長　

副
支
所
長
」
を
「
支
所
長
」
に
改
め
、
同
表
備
考
第
二
号
中
「
、

「
副
館
長
｣
及
び
「
副
支
所
長
」」
を
「
及
び
「
副
館
長
」」
に
改
め
る
。

　
　
　

附　

則

　

こ
の
規
則
は
、
平
成
二
十
二
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

　
　
　
　
　
 

　
　
　
　
　

　

人
事
委
員
会
規
則
十
一－

二－

七
（
公
平
委
員
会
の
事
務
委
託
地
方
公
共
団
体
の
管
理
職
員
等
の
範
囲
を
定
め
る
規

則
）
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

　
　

平
成
二
十
二
年
三
月
三
十
一
日

 

宮
城
県
人
事
委
員
会　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

 

委

員

長　
　

石　
　

附　
　

成　
　

二　
　
　

〇
人
事
委
員
会
規
則
十
一－

二－

五
十
一

　
　
　

人
事
委
員
会
規
則
十
一－

二－

七
（
公
平
委
員
会
の
事
務
委
託
地
方
公
共
団
体
の
管
理
職
員
等
の
範
囲
を
定
め

　
　
　

る
規
則
）
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

　

人
事
委
員
会
は
、
地
方
公
務
員
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
六
十
一
号
）
第
五
十
二
条
第
四
項
の
規
定
に
基
づ

き
、
人
事
委
員
会
規
則
十
一－

二－

七
（
公
平
委
員
会
の
事
務
委
託
地
方
公
共
団
体
の
管
理
職
員
等
の
範
囲
を
定
め
る

規
則
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　

別
表
第
一
気
仙
沼
市
の
項
中

 

 

（13）　 平成22年３月31日　水曜日 宮　　城　　県　　公　　報 号外第26号　　 

「

病

院

院
長　

副
院
長　

診
療
部
長

　

看
護
部
長　

事
務
部
長　

副
看
護
部
長　

次
長　

科
長

　

薬
剤
科
長　

課
長　

室
長

　

医
長　

薬
剤
次
長　

技
師

長　

栄
養
士
長　

看
護
師
長

を
「

市
立
病
院

院
長　

副
院
長　

診
療
部
長

　

看
護
部
長　

事
務
部
長　

副
看
護
部
長　

次
長　

科
長

　

薬
剤
科
長　

課
長　

室
長

　

医
長　

薬
剤
次
長　

技
師

長　

栄
養
士
長　

看
護
師
長

　

総
務
課
長
補
佐　

総
務
課

総
務
係
長　

参
事　

副
参
事

に
改

「

病
院
附
属
看

護
専
門
学
校

　

総
務
課
長
補
佐　

総
務
課

総
務
係
長　

参
事　

副
参
事

学
校
長　

副
学
校
長　

教
務

主
任

」

市
立
本
吉
病

院市
立
病
院
附

属
看
護
専
門

学
校

院
長　

副
院
長　

科
長　

課

長　

副
参
事　

看
護
師
長

学
校
長　

副
学
校
長　

教
務

主
任

」

め
、
同
表
栗
原
市
の
項
中

「

総
合
支
所

支

所

支
所
長　

次
長　

課
長

支
所
長

」
を

「

総
合
支
所

支
所
長　

次
長　

課
長

」
に
改
め
、
同
表
蔵
王
町
の
項
中
「
会
計
管
理
者
｣
の
下
に
「　

防
災
専
門
監　

環
境
保
全
専
門
監
」
を
加
え
、
同
表
富
谷
町
の
項
中
「

課
長　

室
長

」
を

「

（
本
庁
共
通
）

会
計
管
理
者　

課
長

（
経
営
企
画
課
関
係
）

課
長
補
佐
（
秘
書
を
担
当
す

る
も
の
に
限
る
。）

（
総
務
課
関
係
）

課
長
補
佐
（
人
事
を
担
当
す

る
も
の
に
限
る
。）

（
財
政
課
関
係
）

課
長
補
佐
（
財
務
を
担
当
す

る
も
の
に
限
る
。）

」
に
、
「

福
祉
健
康
セ

ン
タ
ー　
　

所
長

」
を

「

福
祉
健
康
セ

ン
タ
ー　
　

保
健
福
祉
総

合
支
援
セ
ン

タ
ー　
　
　

所
長

所
長

」
に
、
「

公

民

館

館
長

」
を

「

公　

民　

館

総
合
運
動
公

園民
俗
ギ
ャ
ラ

リ 
ー

館
長

所
長

館
長

」
に
改
め
、
同
表
涌
谷
町
の
項
中



　

別
表
第
二
石
巻
地
区
広
域
行
政
事
務
組
合
の
項
中

　
　
　

附　

則

　

こ
の
規
則
は
、
平
成
二
十
二
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

　
　
　
　
　
 

　
　
　
　
　

　

人
事
委
員
会
規
則
十
二－

一
（
公
益
的
法
人
等
へ
の
職
員
の
派
遣
等
に
関
す
る
規
則
）
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を

こ
こ
に
公
布
す
る
。

　
　

平
成
二
十
二
年
三
月
三
十
一
日

 

宮
城
県
人
事
委
員
会　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

 

委

員

長　
　

石　
　

附　
　

成　
　

二　
　
　

〇
人
事
委
員
会
規
則
十
二－

一－

十
三

人
事
委
員
会
規
則
十
二－

一
（
公
益
的
法
人
等
へ
の
職
員
の
派
遣
等
に
関
す
る
規
則
）
の
一
部
を
改
正
す
る
規

則

　

人
事
委
員
会
は
、
公
益
的
法
人
等
へ
の
職
員
の
派
遣
等
に
関
す
る
条
例
（
平
成
十
三
年
宮
城
県
条
例
第
六
十
三
号
）

に
基
づ
き
、
人
事
委
員
会
規
則
十
二－

一
（
公
益
的
法
人
等
へ
の
職
員
の
派
遣
等
に
関
す
る
規
則
）
の
一
部
を
次
の
よ

う
に
改
正
す
る
。

　

別
表
第
一
財
団
法
人
宮
城
県
国
際
交
流
協
会
（
昭
和
三
十
年
十
二
月
二
十
日
に
財
団
法
人
宮
城
県
海
外
協
会
と
い
う

名
称
で
設
立
さ
れ
た
法
人
を
い
う
。）
の
項
を
削
り
、
同
表
社
団
法
人
宮
城
県
林
業
公
社
（
昭
和
四
十
一
年
六
月
二
十

三
日
に
社
団
法
人
宮
城
県
林
業
公
社
と
い
う
名
称
で
設
立
さ
れ
た
法
人
を
い
う
。）
の
項
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

　
　
　

附　

則

　

こ
の
規
則
は
、
平
成
二
十
二
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

　
　
　
　
　
 

　
　
　
　
　

　

人
事
委
員
会
規
則
十
三－

一
（
一
般
職
の
任
期
付
研
究
員
の
採
用
等
に
関
す
る
規
則
）
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を

こ
こ
に
公
布
す
る
。

　
　

平
成
二
十
二
年
三
月
三
十
一
日

 

宮
城
県
人
事
委
員
会　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

 

委

員

長　
　

石　
　

附　
　

成　
　

二　
　
　

〇
人
事
委
員
会
規
則
十
三－

一－

四

人
事
委
員
会
規
則
十
三－

一
（
一
般
職
の
任
期
付
研
究
員
の
採
用
等
に
関
す
る
規
則
）
の
一
部
を
改
正
す
る
規

則

　

人
事
委
員
会
は
、
一
般
職
の
任
期
付
研
究
員
の
採
用
等
に
関
す
る
条
例
（
平
成
十
五
年
宮
城
県
条
例
第
十
号
）
に
基

づ
き
、
人
事
委
員
会
規
則
十
三－

一
（
一
般
職
の
任
期
付
研
究
員
の
採
用
等
に
関
す
る
規
則
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に

改
正
す
る
。

　

第
十
条
中
「
午
後
零
時
四
十
五
分
」
を
「
午
後
一
時
」
に
改
め
、「
第
六
条
第
一
項
」
を
「
第
六
条
」
に
改
め
る
。

　
　
　

附　

則

　

こ
の
規
則
は
、
平
成
二
十
二
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

　
　
　
　
　
 

　
　
　
　
　

　

人
事
委
員
会
事
務
局
処
務
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

　
　

平
成
二
十
二
年
三
月
三
十
一
日

号外第26号　平成22年３月31日　水曜日 宮　　城　　県　　公　　報 （14）

「

保

育

所

町
民
医
療
福

祉
セ
ン
タ
ー

所
長

セ
ン
タ
ー
長　

副
セ
ン
タ
ー

長　

部
長　

課
長　

事
務
局

長

」
を
「

保

育

所

所
長

」
に
改

め
、
同
表
南
三
陸
町
の
項
中

「

図

書

館

平
成
の
森

館
長

管
理
事
務
所
長

」
を

「

図

書

館

館
長

」
に
改
め
る
。

「

組

合

事

務

局

清
掃
施
設
管
理
事
務
所

教

育

委

員

会

局
長　

次
長　

課
長　

室
長　

総
務
企
画
課
長
補
佐

所
長

教
育
長　

教
育
課
長

」
を

「

組

合

事

務

局

清
掃
施
設
管
理
事
務
所

局
長　

次
長　

課
長　

総
務
企

画
課
長
補
佐

所
長

」
に
改
め
る
。

社
団
法
人
宮
城
県
農
業
公
社
（
昭
和
四
十
五
年
十
二

月
十
一
日
に
社
団
法
人
宮
城
県
農
地
管
理
公
社
と
い

う
名
称
で
設
立
さ
れ
た
法
人
を
い
う
。）

仙
台
市



 

宮
城
県
人
事
委
員
会　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

 

委

員

長　
　

石　
　

附　
　

成　
　

二　
　
　

　
　
　

人
事
委
員
会
事
務
局
処
務
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令

　

人
事
委
員
会
事
務
局
処
務
規
程
（
昭
和
五
十
年
宮
城
県
人
事
委
員
会
訓
令
第
一
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す

る
。

　

目
次
中
「
第
八
条
・
第
八
条
の
二
」
を
「
第
八
条－

第
八
条
の
五
」
に
改
め
る
。

　

第
八
条
の
二
中
「
事
務
局
職
員
の
育
児
休
業
」
の
下
に
「
、
育
児
短
時
間
勤
務
」
を
加
え
る
。

　

第
八
条
の
三
中
「
職
員
の
修
学
部
分
休
業
等
に
関
す
る
規
程
」
を
「
職
員
の
修
学
部
分
休
業
に
関
す
る
規
程
」
に
改

め
る
。

　

第
八
条
の
四
中
「
高
齢
者
部
分
休
業
等
に
つ
い
て
は
」
を
「
高
齢
者
部
分
休
業
に
つ
い
て
は
」
に
、「
職
員
の
高
齢

者
部
分
休
業
等
に
関
す
る
規
程
」
を
「
職
員
の
高
齢
者
部
分
休
業
に
関
す
る
規
程
」
に
改
め
る
。

　

第
三
章
中
第
八
条
の
四
の
次
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。

第
八
条
の
五　

事
務
局
職
員
の
自
己
啓
発
等
休
業
に
つ
い
て
は
、
職
員
の
自
己
啓
発
等
休
業
に
関
す
る
規
程
（
平
成
二

十
年
宮
城
県
訓
令
甲
第
七
号
）
の
適
用
を
受
け
る
職
員
の
例
に
よ
る
。

　

第
十
五
条
第
二
種
の
項
第
二
号
中
「
十
一
都
道
府
県
人
事
委
員
会
協
議
会
関
係
」
を
「
十
四
都
道
府
県
人
事
委
員
会

協
議
会
関
係
」
に
改
め
る
。

　

別
表
第
一
総
務
課
長
の
項
第
一
号
ニ
及
び
ホ
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

ニ　

事
務
局
職
員
（
課
長
補
佐
の
職
以
下
の
職
に
あ
る
者
に
限
る
。）
の
育
児
休
業
及
び
そ
の
期
間
の
延
長
の
承

認
並
び
に
そ
の
取
消
し

ホ　

事
務
局
職
員
（
課
長
補
佐
の
職
以
下
の
職
に
あ
る
者
に
限
る
。）
の
育
児
短
時
間
勤
務
及
び
そ
の
期
間
の
延

長
の
承
認
並
び
に
そ
の
取
消
し

　

別
表
第
一
総
務
課
長
の
項
第
一
号
ホ
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

ヘ　

事
務
局
職
員
（
課
長
補
佐
の
職
以
下
の
職
に
あ
る
者
に
限
る
。）
の
修
学
部
分
休
業
の
承
認
及
び
そ
の
取
消

し
ト　

事
務
局
職
員
（
課
長
補
佐
の
職
以
下
の
職
に
あ
る
者
に
限
る
。）
の
高
齢
者
部
分
休
業
及
び
休
業
時
間
の
延

長
の
承
認
、
休
業
時
間
の
短
縮
並
び
に
承
認
の
取
消
し

チ　

事
務
局
職
員
（
課
長
補
佐
の
職
以
下
の
職
に
あ
る
者
に
限
る
。）
の
自
己
啓
発
等
休
業
及
び
そ
の
期
間
の
延

長
の
承
認
並
び
に
承
認
の
取
消
し

リ　

課
長
に
相
当
す
る
職
（
課
に
置
か
れ
る
職
に
限
る
。）
に
あ
る
者
又
は
課
長
補
佐
（
総
括
担
当
）
の
職
に
あ

る
者
の
育
児
休
業
に
係
る
部
分
休
業
、
修
学
部
分
休
業
及
び
高
齢
者
部
分
休
業
の
承
認
の
一
部
の
取
消
し

　

別
表
第
一
各
課
長
の
項
第
一
号
ホ
中
「
並
び
に
週
休
日
の
振
替
及
び
」
を
「
、
週
休
日
の
振
替
、
休
憩
時
間
の
変
更

の
承
認
、
時
間
外
勤
務
代
休
時
間
の
指
定
並
び
に
」
に
改
め
、
同
号
ト
中
「
第
二
十
三
号
」
を
「
第
二
十
五
号
」
に
、

「
第
二
十
五
号
か
ら
第
二
十
七
号
」
を
「
第
二
十
七
号
か
ら
第
二
十
九
号
」
に
改
め
る
。

　

別
表
第
一
総
務
課
長
補
佐
（
総
括
担
当
）
の
項
中
第
四
号
を
第
五
号
と
し
、
第
一
号
か
ら
第
三
号
ま
で
を
一
号
ず
つ

繰
り
下
げ
、
第
二
号
の
前
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

一　

事
務
局
職
員
（
課
長
に
相
当
す
る
職
（
課
に
置
か
れ
る
職
に
限
る
。）
に
あ
る
者
又
は
課
長
補
佐
（
総
括
担
当
）

の
職
に
あ
る
者
を
除
く
。）
の
育
児
休
業
に
係
る
部
分
休
業
、
修
学
部
分
休
業
及
び
高
齢
者
部
分
休
業
の
承
認
の

一
部
の
取
消
し

　

別
表
第
一
各
課
長
補
佐
（
総
括
担
当
）
の
項
第
一
号
ハ
中
「
第
二
十
三
号
」
を
「
第
二
十
五
号
」
に
、「
第
二
十
五

号
か
ら
第
二
十
七
号
」
を
「
第
二
十
七
号
か
ら
第
二
十
九
号
」
に
改
め
る
。

　
　
　

附　

則

　

こ
の
訓
令
は
、
平
成
二
十
二
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

　
　
　
　
　
 

　
　
　
　
　

〇
人
事
委
員
会
告
示
第
一
号

　

人
事
委
員
会
は
、
人
事
委
員
会
規
則
二－

二
（
他
の
機
関
及
び
事
務
局
長
に
対
す
る
権
限
の
委
任
）
に
基
づ
き
、
平

成
十
三
年
人
事
委
員
会
告
示
第
一
号
（
人
事
委
員
会
の
権
限
（
特
殊
勤
務
手
当
）
の
一
部
委
任
）
の
一
部
を
次
の
よ
う

に
改
正
し
た
。

　
　

平
成
二
十
二
年
三
月
三
十
一
日

 

宮
城
県
人
事
委
員
会　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

 

委

員

長　
　

石　
　

附　
　

成　
　

二　
　
　

一　

二
の�
中
「
第
三
十
三
条
第
二
項
第
七
号
」
を
「
第
三
十
三
条
第
二
項
第
六
号
」
に
改
め
る
。

二　

こ
の
告
示
の
効
力
の
発
生
す
る
日

　
　

平
成
二
十
二
年
四
月
一
日

　
　
　
　
　
 

　
　
　
　
　

〇
人
事
委
員
会
告
示
第
二
号

　

人
事
委
員
会
は
、
人
事
委
員
会
規
則
二－

二
（
他
の
機
関
及
び
事
務
局
長
に
対
す
る
権
限
の
委
任
）
に
基
づ
き
、
平

成
十
七
年
人
事
委
員
会
告
示
第
三
号
（
人
事
委
員
会
の
権
限
（
農
林
漁
業
普
及
指
導
手
当
）
の
一
部
委
任
）
の
一
部
を

次
の
よ
う
に
改
正
し
た
。

　
　

平
成
二
十
二
年
三
月
三
十
一
日

 

宮
城
県
人
事
委
員
会　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

 

委

員

長　
　

石　
　

附　
　

成　
　

二　
　
　

一　

二
の�
 
中
「
第
三
条
」
を
「
第
三
条
第
一
項
（
同
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。）」
に
改
め
る
。
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二　

こ
の
告
示
の
効
力
の
発
生
す
る
日

　
　

平
成
二
十
二
年
四
月
一
日

　
　
　
　
　
 

　
　
　
　
　

〇
人
事
委
員
会
告
示
第
三
号

　

人
事
委
員
会
は
、
人
事
委
員
会
規
則
二－

二
（
他
の
機
関
及
び
事
務
局
長
に
対
す
る
権
限
の
委
任
）
に
基
づ
き
、
昭

和
四
十
五
年
人
事
委
員
会
告
示
第
三
号
（
人
事
委
員
会
の
権
限
（
住
居
手
当
）
の
一
部
委
任
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に

改
正
し
た
。

　
　

平
成
二
十
二
年
三
月
三
十
一
日

 

宮
城
県
人
事
委
員
会　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

 

委

員

長　
　

石　
　

附　
　

成　
　

二　
　
　

一　

二
の�
及
び�
を
削
る
。

　

二
の�
中
「
第
四
条
の
三
」
を
「
第
四
条
」
に
改
め
、
同�
を�
と
し
、
同�
か
ら�
ま
で
を
二
ず
つ
繰
り
上
げ

る
。

二　

こ
の
告
示
の
効
力
の
発
生
す
る
日

　
　

平
成
二
十
二
年
四
月
一
日

　
　
　
　
　
 

　
　
　
　
　

〇
人
事
委
員
会
告
示
第
四
号

　
　
　

人
事
委
員
会
の
権
限
（
時
間
外
勤
務
手
当
）
の
一
部
委
任

　

人
事
委
員
会
は
、
人
事
委
員
会
規
則
二
―
二
（
他
の
機
関
及
び
事
務
局
長
に
対
す
る
権
限
の
委
任
）
に
基
づ
き
、
人

事
委
員
会
規
則
七
―
百
十
三
（
時
間
外
勤
務
手
当
）
に
定
め
る
人
事
委
員
会
の
権
限
の
一
部
の
委
任
に
関
し
、
次
の
よ

う
に
決
定
し
た
。

　
　

平
成
二
十
二
年
三
月
三
十
一
日

 

宮
城
県
人
事
委
員
会　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

 

委

員

長　
　

石　
　

附　
　

成　
　

二　
　
　

一　

受
任
者

　
　

宮
城
県
人
事
委
員
会
事
務
局
長

二　

委
任
す
る
権
限

�
　

第
三
条
第
一
号
又
は
第
二
号
に
規
定
す
る
人
事
委
員
会
が
定
め
る
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
職
員
に
つ
い
て
定
め
る

こ
と
。

�
　

第
三
条
第
三
号
に
規
定
す
る
人
事
委
員
会
が
定
め
る
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
日
に
つ
い
て
定
め
る
こ
と
。

�
　

第
五
条
に
規
定
す
る
人
事
委
員
会
が
定
め
る
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
事
項
に
つ
い
て
定
め
る
こ
と
。

三　

委
任
の
効
力
の
発
生
す
る
日

　
　

平
成
二
十
二
年
四
月
一
日

　
　
　
　
　
 

　
　
　
　
　

〇
人
事
委
員
会
告
示
第
五
号

人
事
委
員
会
の
権
限（
平
成
十
八
年
十
二
月
に
支
給
す
る
期
末
手
当
及
び
期
末
特
別
手
当
に
関
す
る
特
例
措
置
）

の
一
部
委
任
を
廃
止
す
る
告
示

　

平
成
十
八
年
人
事
委
員
会
告
示
第
三
号
（
人
事
委
員
会
の
権
限
（
平
成
十
八
年
十
二
月
に
支
給
す
る
期
末
手
当
及
び

期
末
特
別
手
当
に
関
す
る
特
例
措
置
）
の
一
部
委
任
）
は
、
廃
止
し
た
。

　
　

平
成
二
十
二
年
三
月
三
十
一
日

 

宮
城
県
人
事
委
員
会　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

 

委

員

長　
　

石　
　

附　
　

成　
　

二　
　
　

　

こ
の
告
示
の
効
力
の
発
生
す
る
日

　

平
成
二
十
二
年
四
月
一
日
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